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平成19年度 第11回北海道道州制特別区域提案検討委員会 会議録

日 時：平成19年12月７日（金）13:00～16:23

場 所：北海道労働委員会会議室

出席者：

（委 員）井上会長、五十嵐副会長、佐藤委員、宮田委員、山本委員

（事務局）川城地域主権局長、井筒地域主権局次長、

出光地域主権局参事、田中地域主権局参事

下岡経済部観光のくにづくり推進局主査

○川城地域主権局長：

今日はお忙しいところご参集いただきましてありがとうございます。

山本委員、少し遅れられるということで、ご連絡を頂戴しておりますが、定刻でござ

いますので、第１１回になります、道州制特区提案検討委員会を開催をさせていただき

たいと存じます。

会長、議事のほうよろしくお願い申し上げます。

○井上会長：

お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

４人で、定足数ぎりぎりでありますけれども、一応定足数を満たしているということ

で、これから審議を進めさせていただきたいと思います。

それで、今日の実質的な審議に入る前に、これまでの経緯も含めて整理をさせていた

だきたいと思いますけれども、資料の１が配布されてると思いますので、それに基づい

てということで、させていただきたい。

それで前回が第１０回ということになりますが、ここのところに◎という形でついて

おりますけれども、これは検討を積み重ね、そして第２次答申に向けてということで、

◎は整理案を検討という形で、答申案に行く一歩前の論点整理等々をさせていただいた

ものであります。

それで、上から①森林審議会関係、②人工林資源関係、③が国土利用関係、更に④が

循環型社会関係ということでありました。更に、今の環境という部分に続きまして、真

ん中にあります観光について、同様に検討をしてまいりました。それでそこのところの、

同じく◎について、答申をしていこうということの基本方針のもとに、議論を進めまし

た。そしてそれは、今日ですね、答申案という形でそのたたき台が提出されております。

それは⑤の観光振興特区という形で括っておりますが、地域限定通訳案内士というもの、

更にその下のほうに移りまして、⑤観光振興特区で同じでありますが、かっこ、外国人

人材受入れというようなところ。これは審議の結果、第２次答申にということで、更な

る案というものをご検討いただきたいということで、事務局に付したところであります。

それで、それ以外のところは、これは１つ観光で、空港の一括管理というものが残って

おりますけれども、これも少し引き続き検討しという形で、まだ今日の段階では整理案

のところまではいっていなくて、更なる継続審議という形を今日、させていただきたい

というふうに思っております。更に、その１０回のところに○がついておりませんけれ

ども、上のほうの観光のところですが、５６、特定免税店制度というところに、同じく
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○がついておりまして、これはどの程度、その後ですね、詰めていただいたか、まだお

聞きしておりませんけれども、今日一応ですね、事務局からの説明というものをいただ

きたいというふうに思っております。それで残りの地方自治のところでありますが、先

週ある程度の時間を割きましたのが、⑨の町内会事業法人制度というところでありまし

て、これは参考人に来ていただいて、ここのところの趣旨等について、説明をいただい

たということであります。更にその上のほうですね、地方自治法規律密度というところ

に○がありますけれども、ここは十分な審議をしておりませんので、今日、引き続きで

すね、審議をさせていただきたい。あと、これまでの懸案で、進行中だということだけ

で説明を受けておりましたけれども、⑩のですね、緊急自動車というところ。これも今

日併せてですね、論点整理を兼ねて説明をいただきたいというふうに思います。

それで今日審議するのは、１１回ということで、今説明した１０回との関連で、☆印

なり○、あるいは◎ということがついておりますので、そういうことで審議をいただき

たいと思います。

それでは、今日の審議ということでありますけれども、答申案の審議について、今日

審議する内容、項目等々についての考え方、事務局のほうからご説明方いただきたいと

思います。

○田中地域主権局参事：

資料１のとおり進めてまいろうと思っておりますが、その下に項目別資料一覧という

のがございます。そこの目次のところで、先ほど答申案ということで、資料２以下６－

２までということにつきまして、一応答申案ベースでのご説明。また、整理案・検討資

料とございますけれども、特定免税店制度、また空港につきましてはいわゆる現状と、

また国費予算要望のあり方とか、その辺につきまして整理をいたしましたので、ご説明

したいと思っております。また、地方自治法の規律密度の関係、町内会事業法人、緊急

自動車、これにつきまして、検討資料又は町内会につきましては整理案という形で、ご

説明をさせていただきたいと考えてございます。よろしくお願いいたします。

○井上会長：

ありがとうございました。

今、説明があったような形で、審議を進めてまいりたいと思います。

答申案、資料の２以下。更に整理案・検討資料という形で、資料７以下ということで、

これらの資料に基づいて、本日の審議は進めてまいりたいと思っております。

ただですね、一応ここまでの時間がというふうに事前にお話いただいておりました、

佐藤委員のほうで、一応３時半ぐらいまでは大丈夫だということでありましたけども、

ただですね、それ以前に終わってほしいと思うのですが、終わらない場合ということを

想定しましてですね、福士委員が今日はご欠席で、どうしても佐藤委員のお知恵を拝借

しなければいけないという部分がありますので、そこのところをまず 初にやっていき

たいというふうに思っておりまして、それは地方自治のところに絡んで、⑧の地方自治

法規律密度のところ、更に、町内会事業法人制度、緊急自動車というようなところにつ

いて、まず議論をし、その後、上のほうの環境、観光というところの順序でやらせてい

ただきたいというふうに思っております。

あと１点なのですが、これはもう委員の皆さん方に事務局のほうから、日程の調整で

お手数をおかけしてると思いますが、今日ここで審議して、その地方自治法の関連であ

りますけれども、とりわけ、もうここでやらないというふうになれば、もうそれはそれ

でいいのですが、想定するに少しまだ答申案というところまでは、これはいってません
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ので、答申を実際にする前の段階で、もう一度ここで検討いただかなければいけないと

いうことで、もう１回、年末のお忙しいところに申し訳ないわけですが、会議を開催さ

せていただかなければいけないのではないかというふうに思っておりますので、その点

をお含み置きいただきたいというふうに思います。

先ほど申し上げましたけども、その他のところでは、緊急自動車とかですね、あるい

は空港の一括管理とか、あるいは特定免税店制度というのは、これは☆印になっていな

いので、答申する場合には☆印というところをつけたところ、つまりそれについての答

申案の検討ということがありますので、今のままだけでは、これらは答申案に織り込む

ことができないので、あと１回やらざるを得ないのかなということが、その判断根拠で

あります。

ではですね、答申案等の審議についてということで、まず事務局のほうから説明をい

ただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。

○出光地域主権局参事：

それでは、私のほうから地方自治関係のほうのご説明をさせていただきたいと思いま

す。先に恐縮ですが、８３ページからご覧いただきたいと思います。資料の８３ページ

でございます。

町内会事業法人制度の創設でございます。

前回までのご議論を踏まえまして、中身を更に組み立て直しまして、今回整理案とい

う形で、整理をさせていただきました。そのバックボーンとなっているものが８４ペー

ジ以下にございますので、恐縮ですが更にページをお開きいただいて、８４ページをご

覧をいただきたいと存じます。

まず、町内会事業法人制度の創設の意義というところを、３点整理をしてみました。

１点目が、この町内会というものが果たしている公共的な役割に法的な位置づけを与

えようという点でございます。地域主権型社会というものを展望しますと、コミュニテ

ィの再生・強化がやはり必要だろうと。そのための重要な担い手として、この地縁的な

組織である町内会が果たしている公共的な役割というものを、法的にきちんと認めて、

活動に位置づけを与えようというものでございます。

そしてその下に３点ほど整理しておりますが、その２点目ですけれども、ＮＰＯでい

きますと、ＮＰＯは平成１０年制定の特定非営利活動促進法、いわゆるＮＰＯ法により

まして、幅広く法人格が取得できるようになったわけでございますけれども、町内会は

地方自治法において、かなり限定的な範囲で、つまり町内会館の保有という目的、そう

いう限定的な範囲でだけしか、法人格が取得できないと。そういう点では、ＮＰＯに比

べますと町内会のほうは、法的な手当というのが立ち後れているのではないかというふ

うに考えます。それから北海道の事情としまして、全国の中でも高齢化が特に進んで、

人口密度が希薄な北海道においては、特にコミュニティの基盤強化に取り組むと、そう

いう必要があるのではないかというのが１点目でございます。

それから２点目としまして、住民による支え合いの活動を活性化を、この制度によっ

て活性化をしていこうということでございまして、この制度の創設によりまして、住民

が相互に扶助し、または地域の生活環境の維持向上に共同で取り組むと。そういう事業、

前回までコミュニティビジネスと表現してましたけども、コミュニティビジネスと言っ

た時に、まだちょっと広すぎるかなというきらいが考えられましたので、少しポイント

を絞って、こういうふうに相互に扶助し、または地域の生活環境の維持向上に共同で取

り組む事業ということで定義づけてみましたが、そういう事業に町内会が一層活発に取

り組んでいただいて、それによってコミュニティの再生・強化が進むということが期待
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できるのではないかと。

そして現に、その下にまた５点ほど整理しておりますけれども、実際に住民の皆さん

が、自分達の住む地域のために役立つ事業を始めようと志す時に、現実に今ある町内会

の組織的基盤というのを使えるために、創業が容易になるという利点があるだろうと。

そして町内会が法人格を取得することで、例えば町内会名義でローンを組んで自動車を

購入するということが可能になるわけでありまして、現状ですとそういうことをやろう

とすると、どなたか役員個人の名義で購入するしかないため、そもそも町内会として自

動車を購入しようとする発想が出てこないわけであります。この他、これは町内会連合

会といろいろお話をしてますと、例えば葬儀用の祭壇を町内会で買って、みんなで使っ

たらいいんじゃないかだとか、そういう備品購入ということも考えられるなというお話

がございました。

それから３点目ですけども、例えば先ほど町内会が保有する自動車というお話をしま

したけれども、そういうのについて、税の軽減措置を講じるですとか、それから過疎地

で料金を取って運送、乗り合いタクシーなどの事業を行う過疎地有償運送事業と。これ

も行える者の範囲が、これは国土交通省令で列挙されておりまして、そこに列挙された

ものでないとこういう事業は行えないということですけれども、そういうものを、こう

いう町内会の法人格が創設されるとした時に、今度は条例でもってそこの指定範囲を拡

大していって、町内会でもそういう事業ができるようにすると。そういうことで、町内

会が法人であるということを前提として、更に制度を発展させるということも可能にな

ると。今現在そういう法人格がなければ、何も他の制度で拡大のしようがないものです

から、まず町内会のそういう事業をやるための法人という制度を設けることで、突破口

が開けるということがあるのではないかと。またあるいは指定管理者など、行政からの

業務の受託に際しても、法人格を有することで、例えば町内会名義の預金口座を開いて、

町内会名義で契約を締結できると。そういうことで、業務遂行の信頼性が増すというこ

とがあるのではないかと思います。それから自動車の運転ですとか会計事務などで、長

時間継続的に働いてくれる人、これまでですと無償奉仕なり随時の謝礼ということで対

応しているわけですが、事業をやっていくとなると、今度は正式に雇用契約を結んで一

定の給与を払うという形で、これは町内会にとっても働くほうの人にとっても、相互に

とって心理的負担の少ない関係を作ることができるのではないかと。そういうことを大

きな２つ目で考えられるところでございます。

それから次の８５ページにいきまして、３点目でございます。

コミュニティのあり方の制度設計を地方が行うという意義もまた、大きいであろうと。

この地域のコミュニティのあり方についての、こういう制度設計というのを、法令で国

において行うというのではなくて、地方がむしろ行っていくべきだろうと。それでこう

いう、町内会事業法人制度という制度を設けたとして、その細目を道の条例で定めると

いうものにすることで、道が北海道内のコミュニティのあり方について、制度の企画立

案権限を持つことになるということの意味も大きいだろうと思っております。更に、広

域中核市というものも別途ご検討いただこうと思ってますけれども、町内会事業法人制

度やこういう広域中核市、様々な形で、北海道独自の自治のかたちに関する企画立案と

いうのも、今後展望を開いていきたいと、そんなふうにも思っております。

なおその下のほうですが、仮にこの町内会事業法人の制度設計を北海道側で行うとし

た時の試案、全くの試案でございます、イメージでございますけれども、少し整理をし

てみました。まず、地方自治法の中で法改正によって規定する事項というもの。これは

どうしても法人格は法律でないと与えられないものですから、必要でございまして、自

治法では市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体と、
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地縁による団体と言われているわけですけれども、そういうものは地域住民が相互に扶

助し又は地域の生活環境の維持向上に共同で取り組む事業を行うため、市町村長の認可

を受けて法人格を取得することができると。全部の町内会に一律、法人になりなさいと

いうことではなくて、希望するところは、条件が整えば法人格を取得することができま

すよという規定でございます。そして認可を受けるための要件や手続等は、特定広域団

体、これは道州制特区推進法でいけば北海道ということになるわけですが、この特定広

域団体の条例で定めると。そして認可を受けた町内会は、税法上公益法人とみなすと。

こういう大きく３点の規定を置いていただいてはどうかと。

それであとは条例で規定する事項と。この条例で規定する事項を考える場合に、これ

は今、公益法人３法の改革が行われておりまして、平成２０年１２月に、この地方自治

法の２６０条の２、町内会館等を保有するための法人格、その部分の改正が施行される

予定でありまして、この町内会が町内会館等を保有するために認可を受ける、そこに関

する規定が、公益法人以上に厳格な規定が今度置かれるということになる。かなりがっ

ちりとした規定でございますけれども、それを参考として、まず一定の規定は設けなき

ゃならないだろうなというふうに思っております。それは前提としまして、北海道独自

にどういう点を追加するかという想定をしてみましたけれども、例えば認可の申請には、

町内会の構成員の４分の３以上の賛成が必要であると。これは、今の２６０条の２のほ

うでも、例えば規約の改正等、４分の３以上が必要だということになってますので、そ

れに並びをとりました。それから２点目ですけれども、認可を受ける町内会は町内会憲

章というのを定めて、その町内の自治の理念ですとか、運営の仕組みというのを明確に

して、民主的で透明性の高い自治が行われるというものになっていること、というのを

条件づける形で、こういうただの規約というよりは、町内会憲章というものを町内会で

定めていって、みんなで自治のあり方というのを目標立てていこうというふうに持って

行ってはどうかと。試案でございますけれども、そういうことも考えてみました。それ

から申請に当たっては、そういう事業を行う、事業内容を説明する資料を添付すること

と。それから認可を受けた町内会は、毎年度事業計画と前年度の事業報告を作成して公

表すると。それから事業報告の作成に当たりましては、実際にアンケート調査等を行っ

て、事業の効果を把握すること。政策評価に近い仕組みもビルトインしてはどうかと。

それから認可を受けた町内会は、その実施する事業に関しまして、学校教育の題材とし

て必要な情報提供等の協力を求められた時は、積極的に協力するよう努めると。こうい

う次の世代へのですね、教育効果ということも、ここに組み込んではどうかと。こんな

ような制度設計を仮に行ってはどうかというところを考えて見ました。

それから次の８６ページでございますが、これは佐藤委員のほうから前回ご指摘がご

ざいまして、公益法人改革との関係はどうなっているのだろうかということで、いろん

な法人関係を、主なものを整理をしてみました。まず、国の法人格というのはどういう

ふうに決まっているのだろうかという、これは国家の権利及び義務に関する条約、モン

テビデオ条約というものがありまして、ここで国際法上の法人格としての国家の要件と

いうのが規定されております。それから次に、地方自治法の第２条で地方公共団体は法

人とするというふうに規定をされております。これによりまして都道府県や市町村は法

人ということになっております。それから２６０条の２で、町内会館を保有するために、

町内会は市町村長の認可を受けて法人化できるという規定がございます。それから独立

行政法人については、独立行政法人通則法で法人とするとなっておりまして、これに連

なるものとして国立大学法人というものもあるわけでございます。それから民法の３４

条で、公益に関する社団、財団で営利を目的としないものは主務官庁の許可を受けて法

人となすと。これが社団法人、財団法人というものでございます。これは社団法人、財
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団法人、かなり目的的にも広いものが例示をされておりますけれども、それぞれについ

て特別法という形で、例えば特定非営利活動促進法、ＮＰＯ法でございます。それから

私立学校法、宗教法人法、医療法、社会福祉法など、それぞれにまた、よりその目的に

マッチをした特別法が定められて、こういったＮＰＯ法人ですとか、学校法人というも

のがあるという、こういう体系になっております。それから３５条では、今度は営利を

目的とする社団、これは商事会社設立の条件に従い法人となすという規定がございまし

て、これを受けて商法があって、商法に基づいて株式会社、合名会社、合資会社などの、

商法上の会社法人があると。こういう体系でございます。更に一番下ですが、営利でも

公益でもない団体としまして、中間法人法というものもございまして、これは同窓会と

か業界団体が中間法人というものになっております。更に、労働組合法に基づいて労働

組合、農業協同組合法に基づく農業協同組合と。こういった団体も個別法で規定をされ

ております。そして今、公益法人制度改革３法というのが通りまして、平成２０年のお

おむね１２月に施行される予定ですけれども、この中で社団法人と財団法人そして中間

法人、これらを統合しまして、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団

法人、この４種類に移行をするという形になっております。この３法の改革の中でも、

ＮＰＯ法人ですとか学校法人はこの中には入りませんし、先ほどの町内会館保有のため

の認可を受けた町内会の法人、地縁団体、これもこの公益法人改革３法の一般社団法人

等には入らないという形になっております。

それでこの一般社団法人とか一般財団法人というのは、どういうことなのかというの

が、次の８７ページ以下の、これは国が作ったパンフレットでございますけれども、現

行の社団法人・財団法人というのは、全部主務官庁の許可が必要でありまして、主務官

庁が公益性を判断して、ある面ではさじ加減で判断できるということで、いろいろそこ

に不透明な関係も生じがちと。天下りだとかいろんな話もありますけれども。そこをち

ょっと、きちんとしたものに整理をしようというのが、新制度でございます。そしてま

ず、一般社団法人と一般財団法人、これは基本的に登記のみで成立をするということで、

非常に簡単に、今よりもずっと簡単に法人格が取得できると。ただ、税法上の特例等を

受けるためには、公益社団法人、公益財団法人というものとして認められないと、認定

されないと、そういう税の特例は受けることができませんよと。それでその認定に当た

っては、第三者機関が判断をいたしますと。そういう形で改革が行われておりまして、

法人格は登記だけで、非常に取りやすくすると。しかし、税法上の特例を受けたいとい

うのであれば、第三者機関の審査を受けて、公益社団法人、公益財団法人として改めて

認定されなければ、税法上の特例は受けられませんよと。そういう形に改革がされると

いうことでございます。

以下８８ページ、８９ページは、その辺の更に細かい解説でございます。

更に９０ページをお開きいただきたいと存じますが、９０ページは林委員からご指摘

のございました、ＮＰＯ法人とこの町内会との関係の整理というところでございます。

票の形にしてみましたが、まず上から２つ目の目的のところですけれども、ＮＰＯ法人

の場合は、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動と、その発

展を促すんだと。市民の自由な社会貢献活動の発展を促すんだというのが法の目的でご

ざいます。これに対しまして、このかっこ仮称の町内会事業法人制度というのは、市町

村内の一定の区域に住所を有する人の地縁に基づいて形成された団体、ここに法人格を

付与することで住民が相互に助け合い、扶助し、または地域の生活環境の維持向上に共

同で取り組む、そういう事業を促進して、もって住民自治の振興に寄与するんだと。そ

こを目的として捉えております。

それから法人化の手続といたしまして、ＮＰＯは基本的に都道府県知事の認可、それ
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で２以上の都道府県に事務所を設置する場合は内閣総理大臣から認証を受けるという手

続でございます。これに対しまして町内会法人のほうは、市町村長から認可を受けるこ

とにしようと。そして国も道も、個別の町内会と接点を持つということはしないように

しようと。道が市町村の頭越しに個別の町内会を指導監督するというのは、これはちょ

っとおかしなことになるのではないかということで、基礎自治体、市町村の中のことは、

あくまでも市町村にお任せをしようという趣旨で、むしろ道はタッチ、個別の町内会に

はタッチしないと。そういう制度設計がいいのではないかと。

それから構成員は、ＮＰＯの場合は１０人以上の社員が必要で、かつ、社員の資格の

得喪に関して不当な条件を付さないことと、非常にオープンな形というのがＮＰＯ法人

のつくりでございます。これに対して町内会のほうは、市町村内の一定区域に住所を有

する者が世帯単位に加入をすると。全世帯加入が理想ですし、また、よその地区に住ん

でる人がこっちの町内会に入ると、例えば小樽に住んでる人が札幌の町内会に入るとい

うことはできないと。こういう組み立てでございます。

それから法人の活動としまして、ＮＰＯの場合は、不特定かつ多数のものの利益の増

進に寄与することを目的とする、そういう活動でございます。これに対して町内会の場

合は、地域の住民が、地縁による関係に基づいて、相互に扶助して、または地域の生活

環境の維持向上に共同で取り組む事業を、住民が自ら企画し、住民間の役割分担によっ

て自ら実施をすると。自分達の事業を自分達でやると。そういう位置づけで考えており

ます。

そして収益事業についてですが、ＮＰＯの場合は、ＮＰＯとして本来的な非営利活動

に係る事業に支障がない限り、その収益を当該事業に充てるための収益事業というのを

行うことができると。本来事業とは別にですね、収益事業というので稼いで、それを本

来事業に充てるということができるという組み立てになっております。これに対しまし

て町内会の場合は、まさにその事業を行うための法人格であって、そこに公共性を見い

だそうということですから、事業内容というのは法の目的に適合したものであって、そ

の事業収入というのは事業を実施するために必要な範囲内であることと。何かこう、よ

その目的のために別に収益事業をやるというのではなくて、事業そのものが住民同士の

支え合いの事業であることと、こういう限定をつけてはどうかと。こういう考え方で仮

に制度設計をして、対比をしたものでございます。

更にその後ろの９１ページでございますけれども、いろいろ論点になっているところ

を、Ｑ＆Ａの形で整理をしてみました。

問の１としまして、このような制度を作らなくても、町内会が丸ごとＮＰＯ法人にな

れば足りるんじゃないでしょうかという問いを立ててみました。お答えとしましては、

自由な社会貢献活動を目的とするＮＰＯと、住民の自治組織である町内会とでは、自ず

から組織の性格が異なるので、例えばＮＰＯは特定の活動目的を掲げて、幅広い、いろ

んな人達が参加をすると。そういうオープンな組織であると。一方で町内会は、特定の

地域の住民が、逆にその地域のあらゆる問題に取り組むという、そういう違いがあるわ

けでありまして、まさに地域に限定されて、しかしいろんな問題に全部取り組むという

特徴をもった活動を通じて、地域の住民自治が発展していくということが考えられると

いうことで、町内会については、他の制度で代替するというのではなくて、町内会のた

めの制度が必要ではないでしょうかと。既に自治法で、町内会館の取得という、目的が

限定的ですけれども、町内会に法人格を付与する規定があるわけですから、それを町内

会館保有というだけではなくて、もっと拡大をしてですね、事業もできるという形で適

用範囲を拡大しようというものでございます。というお答えでございます。

それから２点目としまして、事業に賛成する人も反対する人もいるんでしょうから、
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賛成する人だけで別に、町内会とは別にですね、会社とかＮＰＯを作って、事業をやる

という方法もあるんじゃないでしょうかという問いに対しまして、お答えとしては、そ

ういう方法をとるということも、地域の住民の皆さんのご判断ですけれども、一方で賛

成する人も反対する人も、ねばり強く対話を重ねて、この地域のために一体何が大事な

のか、それぞれの人にどんな負担ができるのかというのを考えて、全員で力を合わせて

いく方法というのを見いだして、合意に達していくということに、また、地域の自治と

しての大きな意義があるんじゃないでしょうかということでございます。

それから３点目に、住民の合意が形成されないうちに何か事業が行われて、あとで住

民全員が損害を負わされるという、そんな心配はないんでしょうかという問いを立てて

みましたけども、お答えとしては、平成２０年の公益法人３法改革で、今ある町内会館

保有のための自治法２６０条の２の規定も、大幅に改正をされまして、町内会の運営方

法というのが他の公益法人以上に厳格なものとなるわけでございまして、例えば一般社

団法人の定款の変更というのは、総構成員の過半数が出席する総会で３分の２以上の賛

成が必要ということですけれども、この町内会館保有のための町内会の場合は、規約の

変更については総構成員の、つまり総会に半分が出席すればいいというのではなくて、

出席するしないにかかわらず、構成員全員の４分の３以上の同意が必要ということで、

ずっと厳格な規定になっておりまして、こういうことから町内会事業法人制度について

も、これを参考とした規定の整備が必要になるだろうというふうに思っておりますし、

また、こういう法令上の規定整備もさることながら、住民の皆さんが日頃から町内会の

活動に関心を持って、話し合いの場などに積極的に参加をしていただいて、住民全体と

しての結論を見いだしていくと。それが期待されるところじゃないでしょうかと、こう

いうふうにお答えを作ってみました。

以下、法制的な関連する規定等を資料として添付をしておりますが、ここは省略させ

ていただきまして、こういう考えの下に、先ほどの８３ページでございますが、今お話

したことを要約したものとして、８３ページで整理案という形で整理をさせていただき

ました。どうぞよろしくお願いいたします。

○井上会長：

ありがとうございました。

先ほどの資料の１では、◎になっておりまして、整理案検討という形で、本日はこれ

までのですね、前２回にわたる、１回は参考人を呼んでということでありますが、それ

を受けて、整理案という形で事務局から提出を願いました。

それで８３ページのところにありますように、ここのところは権限移譲という形で、

現状そして今回新たにですね、こういった町内会事業法人制度の創設をした場合にはこ

ういうふうになるというような形での例示がありました。

あと、その後に町内会事業法人制度の意義という形でいろいろな、有意義だというよ

うなところの観点から説明があり、前回あるいは前々回、委員の皆さん方から出ていた、

法人格に関わる法体系、あるいは前回出てたＮＰＯ法人と、そして町内会事業法人とは

何がどう違うのですかというところを踏まえた上で、参考人の説明の後にですね、委員

の先生方から出されたいくつかの疑問点というものを中心に、説明をもらいました。

これまでの事務局の説明等を踏まえまして、何かご意見、ご質問があれば、お出しい

ただきたいというふうに思います。

それでそういったものの後に、今度はこれを、整理案という形で出ておりますので、

答申案という形に持って行くのかどうか、まずそのあたりを押さえた上でですね、ご意

見、ご質問をいただければというふうに思います。いかがでしょうか。



- 9 -

（各委員発言なし。）

特に 後に言及しました、９１ページのＱ＆Ａあたりのところ、特にクエスチョン３

というのは、私の記憶では宮田委員から出たんじゃないかと思いますが、そのあたりを

踏まえて、全体的に、特に質問あるいは意見があれば、お出しいただきたいと思います

し、この案件そのものの扱いをどういうふうにすればいいかというところまで、もし可

能でしたら踏み込んでご提案いただきたいと思います。いかがでしょうか。

○宮田委員：

はい、ありがとうございます。

これ、Ｑの１も２も３も、僕が言ったような記憶がありますけれども、林委員のほう

からもご質問があったと思いますけども、ちょっと僕あの、まだ、いやいい案だなと今

回は少し思うようになってきましたので、もうちょっとこの辺のところでですね、本当

にそのＮＰＯ法人だとか、あるいはその事業に賛成する人しない人、それから動き出し

てから法人格をもって、やはりその団体が、例えば例にものってましたが、活動の中で

銀行から借り入れをしてですね、ローンを組むだとか、それが事業が失敗した時の責任

は一体誰が持つことになるのかだとかですね、法人となった段階ではいろいろな責任の

問題だとか、それから単に報告書を役所が受け付けるだけではなくて、企業の責任、そ

こで起きる事業の過失だとか、事故だとか、そういったものに対する責任だとか、これ

極めて私たち会社を経営している人間にとっては、事業を法人格を取って行うというこ

とに関する責任というのはですね、町内会の形で決められた代表が、負うことになるわ

けですけれども、それが本当にそれでいいのかとかですね、私はその責任の所在ですと

かね、いうようなものが、本当にそれで、望まれてね、申請するわけですから、その辺

も十分に検討されて出てくるんだと思うんですが、そういったところが本当に大丈夫な

のかなと。でも、そういったことも検討して申請してくるわけですから、そういういろ

んな自治の、地域のコミュニティが必要とするような事業に対して、多分申請してくる、

そして事業化しようということであろうと思いますので、老婆心ではありますけども、

そういうこともあるのでね、そういったことも踏まえて、ちゃんと提出いただき、施行

体制というか事業体制と言いますかね、そういったものもしっかりと審査をして、事業

をしていけば、地域の中で新しい動きが出てくる、動きを阻害する何ものもないという

ふうには思いますので、その辺のところがもうちょっと払拭されると、より現実的なも

のになってくるような気が、今日はいたしました。前回は非常に不安だったんですが、

こういった形でどんどん整理していただきますと、少し、これからの時代においてはこ

ういったコミュニティ活動というのは非常に有効であるし、この間の参考人で来たいた

だいた方のお話も、非常に情熱のこもった取り組みでありましたので、そういったこと

がどんどん増えてくればですね、いいことなので、そういったプラスの側面を思いつつ、

今日は、前回よりは私はこれはいいかなというふうに思いました。

○井上会長：

ありがとうございました。

そのほかいかがでしょうか。

事務局のほうで、今宮田委員が発言された、あるいは懸念に思われてることで、今の

段階でお答えできるもの、多分あると思いますが。

それを答えていただければというふうに思います。
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○出光地域主権局参事：

はい。実はこのたび改正されました、２６０条の２の規定、町内会館を保有するため

の現在ある法人格の制度ですけれども、ここの改正の中の相当の部分がですね、監査に

関する規定、それからうまくいかなかった場合の清算に関するですね、規定が大幅に追

加をされております。まさしく不動産の取得、保有ですから、会館を建てるわけであり

まして、車１台を買うよりもはるかに大きい額、それに対するかなりがっちりとした規

定が設けられておりますので、これは当然そういう規定も参考にして制度設計するとい

うことになりますし、一方でやはり北海道側にそこを考えさせていただく以上は、法律

の規定ももちろんですけれども、やっぱり住民の皆さんがそういうことをきっちり、リ

スクの点までですね、きっちり話し合って、またその事業の進行状況も住民にきっちり

情報公開されて、みんなで考えていくんだという取り組みがもっと進むようなですね、

北海道独自の制度設計というのを、そこに付け加えていきたいというふうに思っており

ます。

○井上会長：

ありがとうございました。

他の皆さん方よろしいでしょうか。

よろしいでしょうかというのは、何がよろしいのかということなんだけども、８３ペ

ージの町内会事業法人制度の創設ということであって、今私どもがやろうとしているの

は、この現状を受けて、特区による特例ということで、子細の部分はもう既に説明があ

りましたので省きますが、今宮田委員のほうから発言のあった、様々な、事務局の言葉

を使えばリスクという部分については、これは実際の運用上の問題としてですね、とり

わけ基準の細目や手続は北海道が条例で定めるという段階において、きちんとですね、

かえってこれが逆効果にならないような形でですね、制度設計をしていただくというこ

とで、お願いしたいと思います。

そういうことを前提として、この委員会では、これ更に進んでということで、答申案

という形で一旦整理をしてもらうということで、よろしゅうございますか。

よろしゅうございますか。ありがとうございます。

では、そのようにさせていただきたいと思います。

やっぱりこのスケジュールでいくと、佐藤先生がお帰りになるまで、退席されるまで、

全部終わらないんじゃないかなという懸念がだんだん出てきましたけども、早速ですね、

⑧でよろしゅうございますか、⑧の地方自治法規律密度について、これを説明いただい

て、これは知識の共有と言いますか、その観点で、今日に至るまでの段階で、特に佐藤

先生、福士先生から、この内容についてですね、かなり子細な検討、ご意見をいただい

ておりますので、そういったものを踏まえた上でですね、説明方いただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

○出光地域主権局参事：

はい。それでは地方自治法の規律密度の問題についてでございますけれども、前回事

務局のほうから、地方自治法で書いているいろんな規定も、どこかのパートをモデル的

に選んで、条例に委ねてもらうなり、あるいはもっと規定を緩めてもらって、自治体側

のいろんな権能が及ぶように提案してみてはどうかということを問題提起をいたしまし

た。そうした中で、佐藤委員から、それでは法定受託事務の問題、地方自治法９６条２

項などに法定受託事務の問題があるので、ここをテーマとしてはどうかというお話がご
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ざいました。それを受けまして、持ち帰って事務局のほうでいろいろ検討いたしました

ところ、大きく２つの問題と言いましょうか、組み立てがあるであろうということに思

い至ったわけでございます。

１つは、今これから提案しようとしている他の項目でございます。例えば、廃棄物処

理施設等につきまして、これを権限を移譲してください。あるいは北海道側でいろいろ

基準を決めさせてくださいということを、これから提案していくわけですが、その時移

ってくる仕事が法定受託事務として移ってきますと、国から縛られた形で移ってくるも

のですから、もらってくる意義というのが薄れてしまうわけでございます。そういう意

味で、今これからもらおうとするものについて、この法定受託事務の問題というのをク

リアしなければならない。そうしないと変なことになってしまうということでございま

して、少なくともこの問題は、第２回の答申の中に一緒に入れないことにはですね、先

送りしては意味がないということになります。

それからもっと一般的な形でこういう法定受託事務のことについて、いろいろ改革を

やったらどうかという点もまたございます。前回佐藤先生からご指摘がございました、

９６条２項のかっこ書きによりまして、法定受託事務には議会の議決権が及ばないとい

うことになっておりますので、そういう条項もいわば取り払うということもまた、検討

の俎上に乗るだろうと。それでこれも、先ほどの、これから移ってくる権限についての

法定受託事務に関する整理というのを、第２回答申の中に盛り込む時に一緒に、もっと

幅広い形のそういう法定受託事務全般について、いろいろ見直しをかけるなり、現状の

問題を改革をするという提案が盛り込めれば、よりそれはいい提案になるだろうと思っ

ておりますし、ただ、それをまた調べるには、時間の問題で、どれぐらい時間がかかっ

て、どこまで詰めきれるかという問題があろうかと思います。そういう時間を睨みあわ

せながら、できることなら、もっと広い形も含めて、第２回答申に盛り込むことができ

れば、これは非常にいいというふうに思いますし、 悪そこまで至らなければ、先ほど

の非常に狭い範囲と言いましょうか、今これから提案しようとしている他の案件につい

て、そこを整理する部分として、この法定受託事務の問題についての、一定の解決策と

いうのを打ち出していったらどうかというところまで検討が進んでおります。

そしてまずそこの、今これから提案しようとしている廃棄物ですとか、いろんなそう

いう問題について、じゃあどういうところが実際に法定受託事務であることによる問題

があって、そこを、どういう解決方法が考えられるかというところ、これは資料の７３

ページですが、表の形で整理をいたしましたので、これはうちの田中のほうからご説明

をさせていただきます。

○田中地域主権局参事：

それでは資料７３ページ、国からの権限移譲等に伴う法定受託事務の自治事務化につ

いてということで、これは大変次の提案に向けまして、ちょっと困ったことになってお

りまして、国への変更提案という中で、まず産廃施設の基準を、今環境省令で決まって

ますが、条例で決めたいという問題。今☆印がついております。あと権限移譲、農地転

用と保安林の指定解除ですが、これにつきましても実は別表１、それぞれ法律名書いて

ございますが、現在法定受託事務ということになってございます。それで権限移譲項目、

右側にいきますと、例えば産廃施設の設置基準でありますので、法１５条の２の第１項

に基づいて、環境省令で定める技術上の基準について、地域特性を反映した条例で上乗

せをしたいということを今やろうとしております。ところが、法定受託事務である環境

省令の技術基準を、果たして条例で書き込むことができるのかという問題でございます。

それでもう１点は、権限移譲、農地も保安林も同様でございますが、大臣権限をこっち
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に移してもらうと。ところが、農地法も森林法も国との協議という点については、法定

受託事務という扱いになってございます。それで対応策のところですが、国からの権限

移譲及び法定受託事務に係る国の関与を廃止する。そうしますと、法定受託事務が事実

上自治事務化してくるといった問題。それでその時に１点。行政不服審査の問題がござ

いまして、誰を行政不服審査の名宛人にするのかと。現行法令では法定受託事務につき

ましては、大臣が受けるんですけれども、農地転用とか森林法とか大臣権限をもらって

しまうわけですから、大臣に言ってもしょうがないと。北海道が責任を負うわけで、そ

このところを法律上どうするかという点で、あくまでも提案に係ります、法制的に困っ

たことというふうに頭の整理をしてございます。

それですみません、１枚めくっていただきまして７４ページでございます。

いろいろ問題になった９６条の関係でございます。逐条地方自治法でございますが、

９６条第１項第１号、議会の権能としまして、条例を設け又は改廃することというのが

ございます。ところが１項１５号で、その他法律又はこれに基づく政令、かっこ、これ

らに基づく条例を含む、により議会の権限に属する事項というのがございます。それで、

佐藤委員のほうから前回出していただきました２項。前項に定めるものを除くほか、普

通地方公共団体は、条例で、いわゆる事件、法定受託事務に係るものを除く、かっこ閉

じというものについて、議会の議決すべきものを定めることができると。こういう条文

になってます。それで逐条解説、アンダーラインを引いてございますが、まず１５号。

１５号で、これらに基づく条例を含むの意味でございますが、これらに基づく条例を含

むとされたのは、法定受託事務につきましては、第２項の規定による条例による議決事

項の追加から除外されると。法定受託事務は除外されるということと関連して、法定受

託事務を法律又はこれに基づく政令により、条例で議決事項とすることができる。いわ

ゆる法律又はこれに基づく政令によって特化されてないと、いわゆる議会議決にかから

ないのではないかと考えられます。それでその次の第２項の説明。 法定受託事務に係

るものについては、その性質に鑑みて本項の事項から除外、かっこ書きをつけたという

ことで、法律又はこれに基づく政令において、その旨定めがある場合に限り、いわゆる

議決事項とできるということで、法定受託事務自体が原則的に、それに係るものは条例

化できないというふうに考えてございます。

ところが次の、左側にいきますと、自治事務と法定受託事務の法的効果ということで、

条例制定権の点でございます。それで、法定受託事務は国が本来果たすべき役割に係る

ものではあるが、一応機関委任事務の時代は完全に国の仕事だったんですけども、分権

一括法の後は、法定受託事務と言えども地方公共団体の事務ではあると。従って条例を

作ることはできると、一般論としてはなってございます。しかし、ただ法定受託事務は

本来国が果たすべき役割に係る事務であって、国がいろいろ処理を適切にやらんといか

んという関心が高いことから、法律とかこれに基づく政令などなどで、いろいろ事細か

く決められてるということで、それで先ほどの逐条を見る限りでは、どうも法定受託事

務本体に関わるものについて、条例で厳しい規則を設けるということは難しいのではな

いか、と今は理解しております。

それで７５ページ、これは議論の過程の中で、２８次地制調の答申でございます。右

側ウ、議会の議決事件の拡大ということで、法定受託事務は議会が条例により追加する

ことができる議決事件から除外されているけども、法定受託事務も地方公共団体の事務

であることからすれば、自治事務と同じ扱いとすべきと。９６条第２項の関係の触れて

るところ。

めくっていただきまして７６ページ。

その時の議事録でございます。先ほど議事録につきましては、７７ページのところで



- 13 -

門山行政課長とか今村先生とか、これらについては先ほど配りました資料のほうにござ

いますので、省略させていただきます。

それで７８ページが、３議会議長会から地制調に出した資料ということで、この７８

ページの縦の左下のほうですけれども、自治法９６条２項の関係で、かっこ書きやめて

くれといった、議長会からの提案が出されておるという関係でございます。

それですみません、８０ページにいきますと、地方自治法でございます。

それで８０ページの第２条第９号でございますが、８号、自治事務とは法定受託事務

以外のものと。それで９号で、法定受託事務とは、法律又はこれに基づく政令により都

道府県が処理することとされている事務のうち、国が本来果たすべき役割、国が本来果

たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があ

るものとして法律などで定めている、第１号法定受託事務というと、いう定義が２条に

ございます。それでずっと飛んで右のほうに行きますと８１ページの下、別表第一と。

これは地方自治法の別表第一でございます。関係分抜粋ということで、例えば森林法。

それで森林法でちゃんと協議しなさいというのが、この中に条項が入ってまして、国の

協議が法定受託事務と。

めくっていただきまして８２ページ。農地法。

農地法につきましても、いわゆる２ヘクタールを超える、国との協議につきましては、

法定受託事務ですよ。それと次の廃棄物の処理及び清掃に関する法律も、いっぱい書い

てますけども、要は１５条の２。いわゆる施設許可を出すときには、環境省令で定める

基準に従わにゃいかんという規定がどこかに、この中にありますので、そんなような形

です。それで、こんなのを背景に先ほどの資料に戻っていただければ。

７３ページでございます。

それで今回、７３ページでいきますと、一応国への変更提案をするのに当たって、こ

のままではどうもできない可能性があるということで、まず７３ページ下段のほうです

が、自治立法権の拡大ということで、これは廃棄物の処理施設のほうです。区分に書い

てますが、法定受託事務の執行に直接つながる許可基準。いわゆる環境省令で定める技

術基準を通さなければ、許可が出ないということでございますので、その許可という法

定受託事務を行うためには、そのために直接つながってる許可基準というものについて、

法令の定めがなければ条例の議決ができないのではないのかと。いわゆる厳しい基準を

条例でやることはできないのではないかという問題意識でございます。それで９６条の

１項１５号は先ほど申しましたので、その他法律又はこれに基づく政令、かっこ、これ

らに基づく条例を含む、によりうんぬんということで、法定受託事務の先ほどの逐条の

ことからしますと、恐らく上書きの条例はできないのではないかと。それで、法定受託

事務とされておりますのが、いわゆる法の１５条１項、許可を受けなければならない。

それで１５条の２第１項、許可基準ということで、いわゆる環境省令で定める技術基準

に適合してることということでございます。従って、何と言うんでしょうか、施設設置

に当たって法律よりも厳しい条件をつけるためには、そもそも右側にありますが、法定

受託事務である許可基準決定事務というものを自治事務にしなければ、いかんのではな

いかということで、まずそういうことが必要ではないか。

もう１点が、法定受託事務の自治事務化でございます。これは、国の権限が移譲され

る、そういたしますと、それに起因していわゆる協議などが法定受託事務化してるもん

ですから、本来、そもそもの権限が北海道に来ますと、そうしたら何で協議だけ法定受

託事務なんだと。みんな自治事務化せんとおかしいだろうという発想でございます。そ

れでその時に、先ほど申しましたが、自治法２５５条の２、法定受託事務に係る審査請

求。これは名宛人は誰かというと、一番下にあるとおり大臣ということで、法定受託事
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務、いわゆる農地転用とか保安林指定解除の権限が国から移譲されますと、事実上、法

定受託事務の自治事務化となります。しかしながら、国への協議または同意を要すると

いうものが残っておりますので、これは法定受託事務のままでありますと、倫理矛盾が

生ずるということから、それが１点。それでまた、法定受託事務のままでは行政不服審

査の名宛人は国となって、権限が全部北海道に来てるにもかかわらず、国が訴えられる

相手になるのは、これはおかしいんじゃないですかと。じゃあどうするかと。法定受託

事務である許可基準決定事務はやっぱり自治事務化してくれということで、農地法、森

林法改正で、そもそも法定受託事務、北海道は法定受託事務の適用除外ですとすること

によって、自ずと自治事務となりますので、これらの基準が全部クリアできるかなとい

う論点でございます。

以上ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○出光地域主権局参事：

すみません、ちょっと補足をさせていただきます。

あとで追加で１枚もののペーパーをお配りをさせていただきました。

今回提案しようとしている、例えば廃棄物等について、こういう手当てをすれば乗り

越えられるんじゃないかというところは、今田中からご説明いたしましたけれども、そ

れは当然やるとして、それをさらに超えてですね、もっと一般的な形で法定受託事務全

般に切り込むかどうかというところにつきまして、この後で配りました１枚もの、左半

分が佐藤先生から調べていただいたものですけれども、一昨年の地方制度調査会の中で、

こんな議論があったということで、今村委員のほうから９６条２項のかっこ書き、つま

り法定受託事務は議会の議決権の範囲に入らないという、かっこ書きの部分を削除すべ

きだという議論があった時に、当時の総務省の行政課長さんから、ずっといって一番下

の段落のところですけども、要するにそこに議会の権能が及ばないということで何か支

障があるという具体的な事実をですね、提示せずに改正するのはちょっと難しいんじゃ

ないかと。何が困ってるのか立証してくださいと。そしたら何か余地があるかも知れな

いと。そういうことでございます。それに対しまして今村委員からは、一番下ですけれ

ども、わざわざ９６条２項でかっこ書きという、ああいう見苦しい、見苦しいかどうか

わからないんですけども、そういう文言を入れる必要はないというご指摘があって、そ

こで議論は終わってるわけなんですけども。

それから右半分のほうが、福士先生からいただいたコメントでございます。結論とし

ては、そのかっこ書きは削除を求めたらいいのではないかと。１点目として、法定受託

事務というのはもともと自治体の事務なんだから、それに議会の権限が及ばないという

のは、何か変だと、その理由が見あたらないと。それで恐らく、実際上の支障というの

はないんだろうけれども、しかしそれだからこそですね、わざわざそういう規定を設け

るということは、立証責任というのはむしろ国にあるんだろうと。逆に削除して議会の

権能が及ぶことになって何が困るんですかと、それは国のほうがむしろ立証すべきでは

ないですかと。そういうコメントが福士先生からいただいております。その他、２番目

で、この９６条２項以外にもですね、いろいろ関わってる部分があって、そういうとこ

ろも検討する必要があるだろうというご指摘でございます。それから福士先生から３番

目で、本格的な道州制にあたるものというのは、こういう法定受託事務の改革にメスを

入れるというところ、本格的道州制にあたるから道州制特区法の対象外になるのかどう

なんだろうかということについては、こういうことも提案していくという方向で進むべ

きじゃないかと。これは私ども事務局もそういう考えでございます。こういうコメント

が福士先生からいただいているところでございます。
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また、佐藤先生からも補足をしていただければというふうに思っております。

以上でございます。

○井上会長：

ありがとうございました。

今日、審議を進めていく上で、論点は多分２つ、大きく分けて２つ。１つは、これま

でも答申案という形で、整理が進んできておって、今日 終的なですね、できればです

が、 終的な答申案の形で見せられるもの。それを実現していくためには、やはりここ

の７３ページでしたか、説明があった、国からの権限移譲等に伴う法定受託事務の自治

事務化というようなところで、抱き合わせでやっていく必要があるのではないかという

ことが、１つありました。ここのところは私としては、特段問題なくですね、あげてい

けばいいのではないかというふうには思いますが、そこのところは各委員の先生方から

のご意見を賜った上で、今日出ていない答申案のまた案というものを、次回にでも出し

ていただくということにするかどうかということが１つと、あと１つは、これはむしろ

佐藤先生やあるいは福士先生のところで、お調べいただいたですね、いわゆる広義のと

か、一般的な法定受託事務に関連する部分について、この委員会で、とりわけ期限が迫

っております第２次答申案のところでの扱いをどういうふうにするのかということ。こ

このところは、新しい話の部分でもありますので、２つ、一般的なというのと、我々の

もう決めている答申というものに付随するものとして出てくる部分と分けてですね、ご

審議いただければというふうに思います。

それで先ほど、事務局のほうから補足していただければということでありましたけれ

ども、佐藤先生のほうでいかがでしょうか。

○佐藤委員：

はい。何を補足するのか非常に難しいんですけれども、７３ページのですね、前回９

６条第２項のかっこ書きのことをお話しして、それを見ながら思いついたというと変で

すけども、さて、国のその許可権限、大臣の許可権限をですね、道知事に移すといって

も、道が行っている事務の中には自治事務と法定受託事務があると。それで法定受託事

務になってしまうと、非常に縛りが厳しいと言いますか、国の関与が非常に強くなるわ

けですから、これを自治事務にしていかなければいけないだろうということですね。従

って、今日７３ページのところにございますように、これ恐らく自治法の別表を変える、

後ろのほうにありますけども、この別表に法定受託事務とされているものをですね、北

海道については外すというようなのが、それでクリアできるのではないかというふうに

思います。これは法定受託事務を外していかないと、何かこう、それぞれの権限のあり

方がですね、ちぐはぐになってしまう可能性があるように思います。だからこれは今後、

今後と言いますか今日ですね、この後いろいろ審議されるはずの、森林法でありますと

か産廃の処理法の関係ですね、こういったものと併せてですね、提案をしていかないと

いけないだろうというふうに思います。ここはほぼそれは、私から見れば絶対ではない

かというふうに思います。

それから後半部分、後半と言いますか、前回申し上げました、この法定受託事務に係

るものを除くという部分ですけれども、技術的にはこれを北海道については外せという

だけですから、提案を作るのは非常に簡単なんですけども、その理由付けについて、ど

うしたものかということがございます。ただ、資料にもお出しいただきましたけれども、

２８次地制調のですね、答申、７５ページの箱で囲ってあるところですね、いろいろぐ

だぐだと書いてありますけども、ぐだぐだと言っちゃいけないですね、書いてあります
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けども、法定受託事務と議会の議決との関係の整理について、引き続き検討する必要が

あるということになって、ここの部分はこの後の、この後議会についての法改正が、地

方自治法の改正がなされているわけですが、そこには結びつかなかったわけです。ただ、

審議がされていて、このところまでは行ったということがございます。それは１つ大き

な理由付けにはなるでしょうし、それから７８ページ以降でつけていただいた、３議会

議長会がですね、同じことを提案しているわけでございまして、そこであがっている理

由ですね、これも１つ大きな理由になるのではないかと思われます。それでその、いわ

ゆる、実際にこの規定があると問題になるのは何だというようなことをはっきりしろと

いうふうに言っていますけれども、まさに今回ですね、森林法だとかその他の法律につ

いて、権限移譲をしていこうと、道州制特区でそれをやっていこうという際に、これが

あることによってですね、いわば不都合が生じるわけですよね。だから、これはある意

味、こういう不都合が生じるんだと言えるのではないかというふうに思います。

それから２５５条の行政不服審査に係る問題についても、これをクリアするには、こ

れを変えろという、なぜそうなってるのかというのは、これは私もまだちゃんと調べて

ないんですが、ただそうなっているあたりを変えろという、そこまで今回手広くやって

いくのは若干難しいかなという感じはありますので、そうなってくると、先ほど言いま

したように、法定受託事務からいくつかのものを、北海道については法定受託事務から

外して自治事務にするというか、そういうことをですね、要望していかないといけない

なというふうに思います。

書いてあることが非常に法技術的というか、複雑怪奇ですね。それで実際自治法改正

の時の審議でも、この辺いろいろ質問があったりして、国会審議でも質問があったりし

てですね、松本さんの逐条の後半部分ですね、７４ページの左の部分にあるように、地

方自治体の事務であるから条例を制定することはできると書いてありますが、これは国

会審議における大臣答弁なんですね。ですから、政府の公式な解釈として、松本さんの

解釈じゃなくて、政府の公式な解釈として条例を制定することはできるというふうにな

っているんですが、ですが、なぜかこのかっこ書きがついているという、そういう意味

で非常に、多分今村先生は見苦しいと言ったんではないかというふうに思いますけれど

も、実態としてしかしそれは非常にしにくい仕組みになっていますということですから、

この辺のいわば法上の何というんですか、ちぐはぐな部分を、すっきりわかりやすくし

ていただきたいということも１つの理由になっていくのではないかというふうに思いま

す。そんなところでしょうか。以上です。

○井上会長：

ありがとうございました。

そのほかの委員の方々いかがでしょうか。

宮田委員どうぞ。

○宮田委員：

はい、ありがとうございます。

何か用語が非常にわかりづらい中で、ちょっと非常に専門的で、思考を止められるよ

うな気がするんですけども、しかし、この後審議する予定の森林審議会だとか、国土利

用の問題だとかを進める時に、こういったことが出てくるわけですよね。ですから、僕

はこれは、単独で自治体の会計の改善だとか、そういうやり方の改善を事務的なところ

でやろうというところで出てきたものではありますけれども、そういったことと含めて、

今佐藤先生がおっしゃったように、不服審査、申し立てを受けられたときに、それにつ
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いてはちょっとわからないので、あれですけれども、基本的にこれをちゃんと自治事務

として、こっちの北海道のほうでやらせてもらうことにしてなければ、進められない、

毎回お問い合わせしなきゃならないというなら、そんなんじゃ全然進むわけがないじゃ

ないですか。ですから是非、ちゃんとやれるようにしたらよろしいんじゃないかなと思

うんですが、ただ、私たちその行政法だとか、いろんな自治のありようにつきましての

プロフェッショナルじゃないんで、ございますのでね、その辺その、事務的に進められ

るんだと、やってみようということであれば、是非道民としても進めるべきではないの

かと、私の委員の立場としてはそういうことで、次の会議の時くらいにはそういうとこ

ろを整理して、もう少し深められれば、是非これ上のほうのあげるあれとセットで、出

さないとだって効果ないわけですよね。ということじゃないんでしょうか。その辺ちょ

っと、もう少し僕も整理してみたいと思います。

○井上会長：

山本委員。

○山本委員：

同じような理解なんですが、いろいろご説明いただいたんですが、ややその法の不備

的なものが、もともとこの地方自治法の第９６条②というところにあると認識しますが、

今回、今おっしゃったように、ここのところを一気に乗り越えるのかというのが１つ。

それからもう１つは、答申案として出していく個別の案件について、そこを指摘して、

そのものについてのみ、各論でクリアしていくのかという話なのかなというふうに理解

をしました。まず。でいいんですよね。いいんですね。ここがわかってないと、もうこ

の先進めない。

それでどうするかという話ですけど、私個人の結論は、前者のほうにトライするのは

いいことだろうと思います。ですので北海道については、今後様々、道州制の検討会議

の中で、恐らくこれがセットでなければスムーズじゃないことが出てくるのだと思うの

で、これを機にここをもっと精査して、議論していって、あげていくのはいいことだろ

うというふうに思います。

ただその時にですね、結構これ、現実的に言うと難しいなと思うのは、今の松本先生

の逐条、地方自治法のところの７４ページですけど、その真ん中から半分以降のところ

にいろいろ書いてある中において、 終、末尾のところ、非常に気になるんですけど、

法定受託事務についてはこのような意味でうんぬんかんぬんという規定の関係におい

て、法令に違反しない範囲が一般的には自治事務より制約されてくる。これはこうなん

でしょうねと思うんですけど、一方で、ちゃんと議会で様々議論して、しっかりとやっ

てかなきゃいけないよというようにも、というふうに取れるのです。

だからやっぱりこれ、当たり前のことなんですけど、ここだけのことじゃないけど、

結局、権限を移譲してもらい、地方自治を推進していく時に、様々なことがちゃんと受

け手の側に整備されてないと、非常につらいものがあるところをわかって、きちんとあ

げていかないと、だから言ったじゃないのと言われるとつらいところもあるということ

までわかった上で、チャレンジするのがいいんだろうと思います。

○井上会長：

佐藤委員どうぞ。
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○佐藤委員：

今の点はですね、山本委員も極めて言いにくそうにお話しておりましたが、私も言い

にくいといえば言いにくいですし、恐らく道庁の担当部局としても言えないといいます

かね。というのは、要は議会がしっかりしろという話ですよね、山本さん。そこがしっ

かりしてないと、こんなもん作ってもだめじゃないかという、こういう、私なりに解釈

すればそういうことでございますので。ただこれはですね、私が考えるには、いずれに

しても、そういうものが与えられればですね、それなりに道議会もしっかりしてやって

いただけるだろうというふうには思います。

それでもう１点、松本さんの 後のほうに書いてある、法令に違反しない範囲が一般

的には自治事務より制約されてくるものと想定されるというのは、多分恐らく、恐らく

ですけども、法令に違反しないという時に、私よく、これまでも申し上げてきましたけ

ども、要は法令でだめだって書いてないんだからやってもいいんじゃないかというよう

なことができるのか、それともいや法令に書いてあるものしかできないというふうに捉

えるのか、その差ということを言おうとしているのではないかと思われますね。つまり

自治事務の場合は、法令に違反しないというのは、要は法令に書いてないんだから自由

にできちゃうじゃんという、だめだと書いてないんだからやれるというので済むけれど

も、法定受託事務の場合は、国が本来果たすべき役割に関わるものだから、法令に違反

しないというのは、法令でこう、かくかくしかじかと書いていることしかできないとい

う、そういう意味でしょうね。従いまして、今回いくつか提案をしていきますけれども、

そういうものの中には上乗せとかですね、そういう形で、いわば法令に書いてあること

以上やってはいけないとは書いてないんだから、やれるんじゃないかというふうにして

いかないと、できにくいものがいくつかあることが想定されますので、そういう意味で

は、この法定受託事務の範囲から外してもらわざるを得ないというふうに思います。そ

んなところでしょうか。

○井上会長：

山本委員どうぞ。

○山本委員：

ちょっと自分自身の発言を補足しておくと、先ほど受け手の側と言ったのは、もちろ

ん直接的には議会だったりするんでしょうけど、この今回のこのことというのは結構重

いなというふうに受け止めるんですね。やはり地方自治の問題って、突き詰めると、実

は私たちが選挙でどういう行動をしていくのかということなんだろうなと思いながら、

今実はご説明を聞いてたんです。議会のせいにするのは簡単ですけど、それを選ぶのは

我々なんで、ちょっとそこまで思い至ると考えすぎかも知れないけど、道州制っていう

のは、すごくざくっと言うと、ちゃんと私たちも責任をもって、道民としてやりますよ

ということを、私たちも覚悟しておかないとだめなんだろうということを思ったりしま

すね。ということも付け加えておきます。

○井上会長：

そのほかいかがでしょうか。

○宮田委員：

いいですか。ですから、行政不服審査の名宛人は誰かと言われたら、北海道知事にな

るってことですね。この場合は。だから、それはやっぱりそうなるんだと思いますよね。
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ですから、ここまではやらせてもらったけど、責任は国のほうに実はありますよみたい

なことはできないので、これはもう当然、北海道知事になってしまうので、だからきち

っと議会もそうですし、あれもきちっとした形でやらないと。ということですよね。

だから誰なのかじゃなくて、誰なのかっていったら、それはもうその場合は、北海道

知事だということだと思うんですよね。

○井上会長：

どうでしょうか。

ここの件、先ほど事務局の説明にもありましたし、私の整理の仕方がそうですけれど

も、これは私が申し上げるのは、ある程度私どもは、ある程度デッドラインがあって、

それに向けて処理をどういうふうにしていくのかということを考えなければいけない。

処理そのものもしていかなければいけないということで、時間の関係ということは、そ

の限りにおいてですが、私のほうから、どういうふうに整理していいのかわからないん

だけれども、皆さん方の意見をひとつこういうことではどうですかというふうに申し上

げますので、それを軸にして、どう、今日のこれに関する議論を、今日の段階で結論づ

けていくのかということをご議論いただければいいと思うんですね。

それで、事務局の説明の仕方を受けてということなんですが、２点。

１つは、先ほど、先生方がおっしゃる、これから審議を予定されているという、例え

ば森林審議会関係、あるいは環境型社会関係うんぬんのところですね、そこのところは

もう第２次答申に織り込むという形にしておりますので、少なくともそれらに関する法

定受託事務の自治事務化というのは当然やっていかなければ、ワンセットで考えなきゃ

いけないので、そこの部分はもうこれは次回ですね、答申案という形でお出しいただく。

それであと１つ、より一般化された形での法定受託事務の自治事務化ということに関

しては、これはこちらのほうがちょっと微妙なのですが、もう一度ですね、論点を整理

していただいて、そこでまた更にですね、次回以降ですね、第２次答申以降の中で、ど

ういうふうに扱っていくのかということを念頭に置きながら、次回整理案を検討すると

いうこと。あるいはもう第２次答申に織り込んでしまえというところにまでは、ちょっ

と私はいっていないように思うので、そこをどういうふうにするかということをご検討

いただきたい。

ただ、私としましてはですね、実は皆さん方、私はもう、かなりこの委員会がという

のもあるし、この委員会の中で私がというのもあるけれども、完全に孤立化してきてる

んじゃないかというふうに思うのですね。だんだんだんだんもう事務局の説明も何か日

和りがちになってくるような感じもしないわけでもないのでですね、やはり私どもが責

任持って、私たちがきちんとした形で提案できるものは、これは正面突破がいいのか、

少し戦術・戦略を考えていくのがいいのかは別として、もともとこの委員会の中でです

ね、先ほどあった、これはもともと１３８、複式簿記導入とかですね、歳出項目の一部

廃止から、だんだんだんだん話がこういう方向に来て、そしてこれは佐藤委員あるいは

福士委員がこういうような形で整理をされた形、それを我々は今受けてですね、進もう

としてるわけですが、元に戻ってですね、ここのところの扱い、つまり一般化されたと

いう部分、これを私は皆さん方に議論をする場合のたたき台、基準としていただきたい

と言ったのは、これで飲んでくださいという話じゃないです。ですから、次回は少し整

理した案を出していただく、その上でどうするかを決めるということ。これでどうでし

ょうか。

はい、佐藤委員どうぞ。
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○佐藤委員：

今、会長のおっしゃった 初のところがですね、若干、失礼ながら、違うんじゃない

かと思うんですね。９６条のうんぬんという話はですね、法定受託事務を一般的に自治

事務化していくという話ではないんですね。法定受託事務は法定受託事務で、これは今

の日本の中央と地方の関係の構造上、こういうふうにならざるを得ないという部分は、

これはもう動かせないと思うんです。ですから、それはそれとして前提にして、しかし

ながら、議会の議決事件、有り体に言えば、要するに議会でちゃんと審議をしてですね、

きちんとした議決ができるようにするものの中に、この法定受託事務に係るものを除く

という、このかっこの中を除けばですね、今、道庁にしろ、他の市町村が行っている仕

事にしろですね、これを議会が全てきちんと監視・監督、あるいはそれについての条例

その他のことがですね、作っていけると、審議ができると。つまり議会がきちんと、そ

れぞれ道なり市町村なりの仕事の中にですね、関わっていけるという、そういう話なん

ですね。

ですから、 初のほうの個別の各法律上の法定受託事務を自治事務になおさないと整

合性が取りにくいのではないかという話と、後段と言いますか、２番目の９６条第２項

の話というのは、ある意味あまりつながりがないんです。別の話なんですね。本来であ

れば、別の話でありまして、ただ一緒に、似たような話なので一緒に出てきましたから、

混乱してしまうんですけれども、ですから私は必ずしもその９６条の２項のですね、か

っこ書きを取るということについて、難しい話だというふうには考えておりませんで、

やろうとすればできる話ですし、それから戦略という視点でいけばですね、今まであが

ってくるのは、どちらかと言えば知事権限の話でありまして、一方の、自治体を構成し

ている議会についてのことを何も出さないでいいのかということもございますから、こ

こはまさに議会の話で、道議会、市町村議会の話ですので、これはむしろ我々としても、

議会についてもこうした点を外すと言いますか、制限を外していってですね、議会がも

っとこう、ある意味責任を持って、首長部局に関わってこれるような、そういうものに

しやすくすると。今できないわけではないんですけども、どちらかというとこういうか

っこ書きがあるために、シュリンクと言いますか、自己抑制的に議会が活動していると

すればですね、そこをとっぱらってやるという、縛りまでいかないんですけども、そう

いうものをとっぱらってやると。そういうものを出すということですので。それは、そ

う難しい話ではない。いろいろお調べいただいて、私も前回に比べるとだいぶ様子がわ

かってきましたので、前回はちょっと厳しいかも知れないなと思いながら出しましたけ

ども、今回いろいろお調べいただいた部分で見ますと、そんなに難しくはないなと今思

ってますので、事務局サイドで無理だと言うんであればあれですけども、そんなに難し

い話じゃないのではないかと。ですからできればそこも、整理をしていただければいい

なというふうに、私は思っております。

○井上会長：

かしこまりました。

つまり、私が先ほど分けた２点のところで言えば、後ろのほうは、これはできるだけ

きちんと論点を整理した上で、できれば答申案という形で出してほしいというのが佐藤

委員のお考えということでよろしいですね。

そこの部分は、私は先ほど、こういうふうにしたいということの提案ではなくて、そ

れを軸に考えていただければということでありましたので、他の委員の先生方がどうい

うふうにお考えになるかということで、意見を賜れればいいと思います。

それでその前の、前半のところ、つまり森林審議会、森林審議会だとか一般処理施設
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だとかうんぬんのところがありますが、ここのところは要するに、先ほど事務局のほう

からも説明もらいましたけれども、例えば自治事務化というような形で、国に、要する

に答申していくという形、そこの部分はちょっと佐藤委員のおっしゃってることがちょ

っと理解できなかったんだけども、そこはやっていかなきゃいけないわけでしょ。

わかりました。じゃあそこのところで、だから一番 初のところは特に皆さん方異存

なく、関連づけてという意味で言えばやっていただく。

２番目のところに戻りますが、その点に関しては、私のほうは提案ではありませんの

で、佐藤委員のほうから提案がありましたけれども、それについて皆さん方が賛否とい

う形でお出しいただいて、その結果を踏まえて、結果がどうなるかというのは、これは

佐藤委員もひとつ、文書に書けばかっこ書きになるんだと思うんですが、答申案という

ところに向けて努力をしていただきたいということ。結果はどうなるかわからないかも

知れないがということですが、そういうご提案に対して、いかがかということ。

（委員～それでお願いしたいと思います。）

よろしいですか。

では、努力をしていただきたい。そういうことでよろしゅうございますか。はい。

ではここの点、 初の議論から何回かこれは議論をしてきているんだけども、先ほど

言いましたように、複式簿記の導入から随分ずれた形になりましたけども、これはもと

もと非常に大きいね、一般的な話、今回のほうのがやっぱり重要で、そこのところがク

リアできれば、大方の部分というのは、今度は付随的にクリアできるとか、やりやすく

なるので、是非、今ここで議論していた形を受けてということにしたいと思います。

よろしいでしょうか。お願いいたします。

では地方自治の、あと本日予定している、⑩緊急自動車。これについて、ご説明いた

だきたいと思います。

○田中地域主権局参事：

それでは恐れ入ります。資料の９６ページを開いていただきたいと思います。

五十嵐委員からのご提案を受けまして、いろいろ庁内含め検討してまいりまして、一

応紙としてお出しすることができました。

救急搬送業務の民間委託。９６ページでございます。

現状と課題。救急需要が増加の一途ということで、救急車が現場に到着する時間がだ

んだん遅くなってると。それで、救急車の搬送が必ずしも必要ではない、いわゆる救急

車をタクシー代わりに使うとかという批判もございましたりして、救命率に影響が出る

のではないかという危惧が出されております。特に、広い北海道におきましては、やは

り搬送に時間を要すると。一方、民間におきまして、救急車と同様の機能を持つ患者搬

送車がある、民間救急ということでございます。これにつきまして、例えば救急搬送業

務を委託できないかという議論もございますが、これはできないと。仮に委託したとし

ても、民間事業者の自動車を、緊急自動車としての指定はできないということから、対

応策の１つとして、北海道または市町村からの委託契約を行った場合に、民間搬送車の

活用を可能として、住民の安全・安心を守れないかという課題。ただ、現在消防機関が

行う救急搬送、いわゆる税金によりまして行っております行政救急というんでしょうか、

いわゆる救急車。また、このような形で民間を活用した患者等搬送、料金による救急と

いうんでしょうか。そういったものの区分をある程度明確にしまして、緊急に搬送する

必要がある場合につきまして、国でもいろいろ検討会をやっておるんですけれども、な
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かなか答えが出ておらないという状況でございます。

それでイメージといたしましては、大きく２つございまして、患者等搬送事業者の認

定ということで、これは各市町村の消防機関が認定することになるんですけれども、運

転免許を持ってるかとか、いろいろ講習を受けたかとか、そういったことをした場合に、

いわゆる民間救急、いわゆる患者を搬送する、患者搬送事業というのができるようにな

ってます。ただこれは、サイレン鳴らして行くわけじゃないんで、もしか救急の必要が

出れば救急車を呼んで、そこで乗り換えて運んでいくということで、いわゆる患者搬送

車ということが現行制度でできております。一方で、救急車を緊急自動車として指定す

ると。これは公安委員会の権限でございます。現実に国とか県、市町村、関空、成田、

いわゆる医療法人等は、一応限定的に指定がなされておりまして、例えば緊急自動車の

指定によって、はみ出し運行できるとか、赤信号を徐行で行けるとか、そういうものが

ございます。また速度も８０キロ。その代わりサイレンを鳴らし、赤色灯の点灯が必要

と。そういう意味では、民間の患者搬送事業というものについて、救急機能を持たせら

れないかという検討をしてまいりました。それで右側に行きまして、自治体から例えば

民間事業者へ委託ができないかとか、安全運行に一定の条件をかけた上で、民間の患者

搬送車両について緊急走行を可能とできないかといった問題、また、そうすることが既

存の公設救急車、いわゆる税金による救急でございますが、そういう負担を軽減できな

いかということで、例えば緊急走行に必要な条件として、行政機関から委託されたもの

であるとか、例えば消防機関の定める基準に車がちゃんと、ストレッチャーが動かない

ようにできるとか、あと運転者の免許資格を限定するとか、例えば高速で走りますので、

自動車教習所に行って研修せんといかんとか、そういった、また複数、今３人とかで行

ってますけども、やっぱり３人は必要だとか、そういう要件というものを作らんといか

んのかなという点でございます。

それで、前回佐藤委員のほうから横浜でいろいろ取り組みがあるのではないかという

宿題が出ておりました。それで、横浜の例をちょっと調べましたところですね、今横浜

市の救急条例というのを作ろうとしていまして、その中で意見募集を行っておりました。

それで、トリアージ、いわゆる１１９番通報があった時に、緊急度とか重症の度合いを

分けてやっていくと。そのトリアージの導入が主な内容でございました。あともう１点、

横浜市が構造改革特区として、横浜救急改革特区というのを出してございます。これは

緊急度とか重症度に応じまして、今救急体制３人なんですけども、一定の場合には２人

ということもできるということで、新しい緊急自動車というんでしょうか、ちょっと性

格が違っておりました。

それで資料、このようにすみません、９６ページちょっとあの、そのような資料でご

ざいます。

それで実は、次のページ、９７ページをお願いいたします。

道警の警務課長から昨日いただきました、いろいろ私ども紙のやりとりもしてまして、

その理由でございます。記の２の（１）、緊急自動車についてと。これにつきましては、

緊急自動車、いろいろこれ法律、道交法でいろいろ通行区分等で様々な特例があると。

それで一方、他の運転者、いわゆる救急車が来ると端に寄らんとだめだとか、そういう

他の一般の運転者につきましては、緊急自動車の通行を妨げないよう、一旦停止とか、

いわゆる義務があると。ということから、住民の生命、身体、財産を守るという、公益

上必要な 小限の活動に限り、他の車両の安全と円滑を犠牲にして、緊急自動車の通行

区分等の特例が認められるものであると。

次に（２）民間救急。民間救急につきましては、実は総務省消防庁、後ほどちょっと

付けておりますが、報告書を出しております。ここの中でも、救急需要が更に増加して
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も、緊急性のある傷病者の搬送については、ちゃんと消防機関が行うべきであると言っ

ているではないかというご指摘でございます。また医療機関において、救急自動車を緊

急自動車として活用する、これは現行法でできるようになってございます。とはいえ、

いろいろ連携を十分に取る体制を確立して、無用の混乱を避ける必要があると。それで

その報告書の中では、例えば先ほど税金による救急と料金による救急と申し上げました

が、利用者から実費徴収することがいいのか、適正運用への影響についてはまだ不十分

であって、検討が不十分であり、今後の検討課題とされていると。

次に（３）。構造改革で大分県日田市から、自治体が行う患者搬送、いわゆる患者の

搬送車について、緊急自動車にしてくれというのがあがりました。それでその答えが、

緊急の必要がない患者搬送業務は、道路交通の例外を認めるほどの公益上の必要は認め

られない、と答えが出ておるということで、ここも、日田市のほうも、へき地に限定し

た、自治体が行う救急に要する場合ということで構造改革を出し、再々申請まで行った

んですけども、 後まで何度言ったらわかるんだと、道路交通の安全と円滑を犠牲にし

てまでそこまでやる必要があるんだろうかというのが答えでございました。

こうしたことを考えました時に、 後、下から４行目ぐらいですが、消防救急車の過

不足の対応とその適正利用、有料緊急搬送制度の確立によるべきであると。従って、民

間救急車の活用については、検討するためには、緊急に搬送する業務を民間救急に委託

するなど、公益上の必要と事故防止対策を確保して、交通に支障が生じないようにしな

ければいけないということで、いろいろ北海道の交通事故死もかなりあれなもんですか

ら、かなり、こういう回答が昨日まいりました。

それで、めくっていただきまして９８ページでございます。

１８年３月に消防庁が行いました、救急搬送業務における民間活用に関する検討会。

東大の大森先生が座長をやられてまして、警察からも警察庁交通局、国の警察も入って

おりまして、警察庁も一応この検討会には参加してございました。

めくっていただきまして９９ページでございます。

９９ページ左側（３）、患者等搬送事業者の標示方法と。それで、アンダーラインを

引いておりますが、患者等搬送事業者においても回転灯を備えるべきではないかとの指

摘もあると。しかし、警光灯については、他の交通等に特別な注意を喚起し、交通の混

乱を防止する必要があると。それで当たり前ですけども、民間の患者輸送自動車は緊急

性のないものを搬送することを前提としてるから、緊急自動車ではないからそれはつけ

られないと。まあこれは当たり前のことを言っておりますけども、こんな話とか、その

右側で、右下の（２）の１）、複数医療機関での共同活用とかというとこも、いろいろ

医療機関が他の医療機関から委託を受けて、患者搬送業務を実施する方法があると。そ

れで、こうしたものについても現在医療法では、特別医療法人以外はいわゆる収益業務

として運輸業を実施することはできないと。こういった委託の関係もいろいろこの委員

会では議論されたようです。

それで次のページ、１００ページになりますが、１００ページで今後の対応というこ

とで、いろいろ患者等搬送業務につきまして、料金体系どうだとか、具体的検討どうだ

とか、それで右下に国における検討と。各地域において行われる具体的な検討と並行し、

今後さらなる検討を要することとされた課題、各地域における検討の際に出された課題

については、国の関係省庁においても、引き続き検討を深めることが必要ということで、

恐れ入ります、一応このような形でご審議のほどよろしくお願いいたします。

○井上会長：

事務局から説明がありました。委員の先生方のご意見あるいはご質問を賜りたいと思
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いますが、いかがでしょうか。

１件ちょっと私のほうで、それに先だって質問ですが、９７ページ、道警のほうから

の企画振興部地域主権局参事様という回答書。その記１、資料の取扱いについてという

ところがあって、それの一番 後です。別添のとおり修正が必要であるというのは、こ

の右側にある資料１１のもともとの事務局原案を何か修正されたものが出てきたんでし

ょうか。あるいは今日ついていないのではないか。

○田中地域主権局参事：

今回お出ししました資料は、その修正後の資料を出させていただきました。修正前に

つきましては、基本的には書いてることはあれなんですけれども、私ども当初想定いた

しましたのが、いわゆる民間救急というのは患者搬送車ということで、搬送機能しか持

っておりません。それで、民間救急のこれまでの搬送機能に、救急機能を付加できない

かと。きちっとストレッチャーを固定できるような、救急車のような車を使って、タク

シー料金プラスアルファでやっている民間救急、いわゆる患者搬送というそれに、プラ

スアルファといたしまして、サイレンと回転灯をつけて救急運行ができるということを

目指して、税金による救急と料金による救急を組み合わせて安全、安心を守りたいとい

うのが原案でございました。そこがちょっといろいろ、このようなことになりました。

○井上会長：

資料１１をよく見ないと、どこまでが我々として譲歩できるのか、受け入れられるの

かというのはよくわからないんですが、これら一連の資料に基づいて先生方のご意見、

ご質問があれば、お出しいただきたいと思います。

○佐藤委員：

この提案自体の、何と言いますか、意図ですね。 終的に何を目的とするかというと

ころなんですけれども、恐らくは救急搬送が必要な人が出た場合に、できる限り早く所

要の医療施設に搬送することができるようにというのが目的ですね。そうすると、道警

さんの言ってることを別に支持するわけではありませんけども、その目的と絡めて、こ

の緊急搬送業務の民間委託というのがどうしても必要であるということを、言っていか

ないとこれなかなか難しいのではないかなという印象をちらっと持ちましたけれども、

だからだめだとか、いいとかというところまでの判断には至っていませんが、そんなと

ころですね。

○井上会長：

ありがとうございました。

そのほかいかがでしょうか。

○五十嵐副会長：

言われている言葉尻はわかるんですけれども、そもそも何が提案だったかなというの

が私もちょっと混乱してしまってですね、この回答を見てむしろ混乱したんですけれど

も、何を提案したんだっけと思って。それで、そもそもは地域医療で医療機関もないよ

うなところ、医療機関が非常に、その機能として低いところで、患者さんをどう安全に

運ぶのかということが議論だったので、医療機関に任せているからいいというのはちょ

っと違うんだろうなというふうに思うんですね。それでその民間と言ってる時のこの民

間が、民間医療機関ではなくて、何かこう漠然としたイメージしかなくなっちゃったん
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ですけれども、地方にある、少なくとも地方に１台ぐらいはあるだろうタクシーみたい

なものを、ちょっと想定をしていたと私は思っていたんですが、ストレッチャーが固定

できるかどうかとか何か条件闘争になってくると、非常にこう、もともとの目的何だっ

たかなという感じがしちゃったんですけれども。１個１個論破すると、とてつもなく膨

大な作業が必要になってくるような気がして、もう一度ちょっと目的のところを確認を

して、地域でそういうことができないかという、何と言うんでしょう、タクシーが緊急

に患者を搬送するような機能を持つことができないだろうかと。それでタクシーといっ

たのは、運転技術だとかそういうところには問題がない人達であり、ここで言ってるこ

との運転免許の限定というところで、例えば無事故だったとか何とかですね、そういう

ことは念頭には置いてあったはずなんですよね。それで何がすれ違ったのか、ちょっと

私自身混乱してきてるんですけれども、少なくとも、国で議論されているような、委員

会で議論されている中身を見ると、東京の消防庁だとか、札幌市の消防局の方が出てき

て議論してるところとは違うことを想定をしていたと思うんですよね。だからへき地に

限定って、医療機関が少ないところに、医師不足、医療機関不足というところでどうす

るかという話だったと思いますので、ちょっともう一回ですね、問題、課題の設定の仕

方のところがこれでいいのかな、現状と課題のところ。ちょっとそこから疑問に思って

きたんですけれども、この現状と課題はすみませんが、一般的な現状と課題として、道

のほうで、主権局のほうでおまとめいただいたんでしょうか、それとも救急搬送一般の

課題としておまとめいただいてるんでしょうか。

○田中地域主権局参事：

もともとの五十嵐委員の提案につきましては、救急タクシーということで、特に田舎

とかにおいて病院まで行く時に、例えばタクシーを呼んで行けないかということで、そ

のようなご提案と理解しておりました。それで、いろいろ警察とかと庁内で、庁内とい

うか、道庁内で検討しておる中で、いわゆるタクシーにつきましては、運転手が１人し

かいないもんですから、万が一例えば、出産の方を乗せた時に、破水を起こしたりした

時に、運転手さんが１人しかいない。従って、１人で患者を運ぶことがまず妥当かどう

か。次に、その時に万が一、そのタクシーの中で何かが起こった場合に、そのタクシー

の運転手に責任を着せていいのかという大きな点で、そのタクシーの運転手さん、車両

も従って、ストレッチャー入れないとか普通のタクシーに、例えば臨月のお客様が乗っ

たと。そうした時にそこに救急活動、いわゆるサイレンと回転灯をともして、ダーッと

走っていくといった時に、万が一後ろでウーとか声が出て、事故があったらどうするの

かという点で、正直申しまして、議論の土俵としてタクシーに回転灯とか入れるという

ことにつきましては、地域にかかわらず、技術的に無理ではないかと。それで次に私ど

も考えましたのは、それでは民間救急という制度があって、これは患者を搬送するため

の車ですので、先ほど申しましたようにストレッチャーを固定できるとか、あと消防庁

で研修を２０時間受けるとか、体制は３人でいくとかまたは２人でいくとか、そういう

体制であれば患者搬送車はＯＫですよと。現実に札幌市内にも旭川市内にもございます。

ただそこに、そこまで要件が整ってるんだから、そこに一定の運転技術などを入れるこ

とができれば、そこで救急機能を付加できないかということで、事務局として検討して

調整をしていった結果として、今日の出てきた資料というのは、そういう中でとりあえ

ず道警のほうからはこのように回答をいただいてるということで、そこの精査がちょっ

とまだ、事務局としてはまだできていないというのが実態でございます。すみません、

ちょっと長くなりました。
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○山本委員：

五十嵐副会長がおっしゃったのと同じことなんですが、これ、資料１のテーマ別整理

一覧表で地方自治の項目のその他に入ってるんですけど、そもそもここがちょっと違っ

ていて、おっしゃったように地域医療の話の中で補足的に出てきたアイディアというか、

議論したらどうかという論点だった。ですよね。ですから、確かにこれを実現するため

の安心とか安全とかという文脈で、道路をどういうふうにどう動いていくのかというと

ころでは、当然確認しなきゃいけないことなんだけど、恐らくさっき出てきました救急

搬送業務と言っちゃうと地方自治の話になるんでしょうから、こういうような検討委員

会の構成になるんだろうけど、今の話で言うと、もうちょっと違うところがある種の主

語になるのではないかなと思いますよね。もう少しこう福祉とか、医療とかそういう観

点が、どちらかというとポジショニングが高い議論になっていかなくちゃいけない。も

ちろんどちらにしても生命の安全確保ですから、交通安全というのは大事なんですけど、

ちょっとそこももう一度整理していただいたほうがいいんじゃないかと思います。

○井上会長：

そのほかいかがでしょうか。

今、お２方からご意見提出されましたけれども、後のほうで言われた山本委員のほう

は、確かにこの種の議論というのは五十嵐委員のほうから、前回第１次答申に地域医療

の改善という形で議論をした時に、ご提案があったということで理解しています。ただ、

そこの場ではあまり踏み込んだ形での議論をしなかった。ただ、第１次答申に向けての

医療のところでご意見があったので、できるだけ近い答申の時に織り込んでいければい

い、つまり、それ以前に検討していけばいいのではないかということで、この２次答申

に織り込むかどうかという形での議論の俎上に乗せた。ただ実際には３つの柱というふ

うにしてるので、そこに入れると環境でも観光でもなくて、広い意味では地方自治ある

いは各市町村の地域の問題というふうにして、地方には地方の病院もあったりもします

ので、そういったところも含めてという形で、無理して、あえて無理してこのその他と

いうところに入れた。だから、ここに入れなければ実際には今回、議論という場にはね、

なかなか乗ってくる機会はなかったのかなというふうには思う。これはご指摘のような

曖昧な言い方ですが、若干、前回からの意見を生かしたいということと、じゃあどこに

入れるんだということで、これ１本でというよりは、括り方でここに無理して入れたと

いうことで、ある種のご意見、ご批判というのはもっともだと思います。

それでですね、ここの扱いを実際にはどうするかということなのですね。確かにタク

シーということだけでいけば、医療のところでは議論しなかったけれども、これは事務

局のほうからあったことを必ずしも支持するわけでもないんだけども、まあ一理あると

いうことではある。だから今回のところ出てきてるのは、これは緊急搬送業務の民間委

託というところで、病院とかそういうところは先ほどご意見の中でどちらかのほうから

出てたと思いますが、そこのところであれば、現在の、例えば消防署における救急車と

同じような役割を多分担えるのではないかということ。ですからもうそこのところも止

めてしまって、 初から仕切り直しをするということも１つの考え方だし、ここにある

１つの、ある程度相互に歩み寄った形なのかも知れないけれども、これを生かしていく

のか、あるいは生かして更に検討を加えて答申に織り込むのか、あるいは 初からもと

もとの出発点は確かに出てきたように、タクシーのというところがありましたので、そ

れはもうそこのところにこだわりながら、もう一度振り出しに戻して、そして２次答申

には織り込まないで、次の機会に検討するという形で先送りするのか、そこのところじ

ゃないかなと思うんですが。その整理の仕方が間違ってればまた議論は紛糾してしまう
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んですが。その点いかがでしょうか。

○佐藤委員：

これちょっと先ほど、何がこの目的、つまりこの申請をする際の目的ですね、搬送業

務の民間委託といった場合の目的が何かというのがどうもはっきりしないなと思って見

てたんですが、私なりに整理をすると、先ほど 初に言いましたように、搬送そのもの

の緊急性に鑑みてですね、搬送時間あるいは患者さんをですね、医療機関に到達させる

速さを速くするというのが、これは１つあると思うんですね。これは医療的な観点だと

思います。それでこれについては、現行もいろいろな工夫がなされているわけですね。

信号が青になるようにとかですね、そういうような工夫はなされているわけですけども、

道警さんの回答にもありますように、日本の道路交通法上ですと、ここに書いてありま

すように、一時停止や進路を譲るなどの義務を課しているという程度なんですけども、

アメリカなんかで見ますと、車は必ず横によけて止まらなきゃいけないですよね。です

からそういうふうなちょっと、もうちょっと規制を北海道については厳しくするとかっ

ていうのが１つあり得るのかなと思います。それをやるかどうかは、これはしなさいと

いう意味じゃないですよ。もし１番目の搬送の緊急性を、もっとそれに対応するという

点ではそういうことはあり得ると。

それからもう１つの視点はですね、行政経費の軽減と言いますか、いわば今救急車を

ですね、タクシー代わりに使うというのが全国的にいろいろ問題になっているわけです

ね。先ほどご紹介いただいた横浜のケースなんかも、それに対してトリアージというの

を導入していこうという、こういう話ですよね。そういう意味での行政経費の削減・軽

減という視点でこれを見るというのもあり得るかも知れない。いいのかどうか。それに

対して、この消防庁さんの報告書は時期尚早であるというような、簡単に言えばですね、

そういう回答をこの報告書はしたということでありますので、そこをいやいや北海道の

場合は、例えば市町村によっては救急車をきちんと、立派な救急車を取り揃えておくこ

とが難しいので、そこはいろんな、これまた事務組合だとか広域連合だとかいろんな工

夫はなさっておりますけれども、プラスして民間という手で考えるということもあると

いう視点でいくということも考えられるのではないかと。私が思いつく限り、その方向

・目的をどれにするかによって、方向性は２つあるかなという印象です。ですからちょ

っと２次には間に合わないんじゃないかなという感じがいたしますね。

○井上会長：

宮田委員どうぞ。

○宮田委員：

はい、ありがとうございます。

僕もちょっと、目的がやっぱりはっきりしないので、五十嵐副会長が言ったとおりに

これへき地の問題、へき地にですね、あれを絞った想定をして、さっきの資料に出てき

た大分県の日田市ですか、あれ福岡県の日田市、大分ですね。日田のあれもやっぱりま

ちに救急車がないだとか、少ないだとかということがある場合に、じゃあ緊急に自分の

身内がそうなった時に救急車がない村とかの町村で本当にどうするのかと言ったときに

ですね。それでもそこに消防署を置けないとか、緊急の病院はないという場合の想定の

中で、その地域に、これは民間だろうが役場に専用車を用意しておいて契約の運転手さ

んになれる人がいて、来たらみんなで手分けをして、その人が乗って、その人を搬送す

る。とにかく搬送だけは緊急車両として、８０キロで大きなまちの救急病院まで運べる
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んだというようなことを、例えば整備する段階で考えれば、緊急車両でないと８０キロ

出せないとかね、赤いサイレンのあれをつけられないとすれば、そういったものを例え

ば踏まえて、それは民間企業にやれったってね、そんなの採算合わなくてね、３００万

４００万の車を買っとかなきゃなんないわけでしょ。と言った時にね、やっぱりそうい

ったことを地域で考えて、１年ずつこうやって整備していきましょうとかということを

地域で考えて、それを緊急車両とできるとかいうような意味合いの中では、僕はもっと

考えればね、そういうことが趣旨だったと思うんです、五十嵐さんのやつは。だからそ

の線に沿って、佐藤先生もおっしゃったように、そういったところに絞って考えていけ

ば、間に合えば間に合うかもしんないしね、要望はあるはずだし、そういったことがま

ず認可されるということをね、北海道でやって、地域の産婦人科の問題とかいろんな問

題あるじゃないですか、これはもう医療の時でも出てきてて、あるいは普通の緊急車両

であっても、北海道の場合は１００キロ以上出してもいいとかね、というようなことだ

と思うんですけども、そう言ったら警察の人がね、それは難しいと言うかも知れません

が。基本的にはだから、とにかく高速でへき地から都市部の病院まで運ばないと間に合

わないんですから、それは僕は、北海道の実情に合った形にまとまればね、あげていく

ことも可能なので、１回まとめていただいたらいかがでしょうか。

○井上会長：

山本委員どうぞ。

○山本委員：

先ほどの３つの、第２次提案のカテゴリーの話は、会長の説明でよく理解しました。

ただ、もともとの出てきたところのコンセプトみたいなのは、やっぱり忘れないように

忍ばせておきたいなというところがあるんですね。それで、やっぱり地域医療の問題で、

これ緊急にやらなきゃいけないことだからこのカテゴリーでということだと思いますの

で、その観点でもう少し整理をしていただいて、そこが、的が絞れるように整理をして

いただいて、再度議論ということでいいのかなと思います。

○井上会長：

議論はそういうことでよろしゅうございますでしょうか。

あえて言えばちょっと考え方が違うんだけど、これから皆さん方で検討していくとい

うことで、まとめておきたいというふうに思います。

ただタクシーのというのは、私はよくよく考えた方が、私はいいだろうと思うんです

ね。

それとあと１点は、やっぱり今回の提案というのは、少なくとも一歩は前進したとい

うことであるのではないかというふうには思ってる。ただ、これは私の意見ですので、

延々とこれを言って時間をとるわけにいかないので、これは引き続き審議をするという

ことで。これは前回、医療の問題をやった、それを引き続いてということでここにあげ

て、たまたま自治ということがあったので、無理してやろうかということであげました

のであれですが、次回以降どういうようなテーマにするかわからないけれども、ふさわ

しいテーマの中で織り込んでくるなり、あるいはぐるっと１回回帰して医療が出てきた

時に、また医療というような観点に立って、その中での整合性を図りながら、もう一度

提案をしていくという形である。ということで、答申というのは無理でいいですね。

それで、棄却ということではなくて、また本棚にということで、本棚にしまい込んで

るのを忘れないように皆さん方していただきたい。よろしゅうございますでしょうか。
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それではですね、３時なんですよ、これでまだ終わってない、まだ半分いってない。

それでですね、ちょっと待ってください、事務局で決められてる順番で行くんじゃな

くて、観光のところを先にやらせてください。観光のところというのは、もともとの予

定では２時半ぐらいにはもうメドがついてるだろうからと思って、上のほうの☆印から

いくつもりだったんですが、これはもう☆印はおおよその議論を尽くしてますので、○

のところ、これを佐藤先生がおられるまでの間ですね、少しやっていきたいと思うんで

すね。途中で退席されることになると思いますが、まずですね、下からいくかな、７５

の空港一括管理、こちらのほうからちょっと説明いただけますか。

いや、上も難しいんだろうと思って。上も難しい、まあいいややってください。

○田中地域主権局参事：

はい、それでは資料の６９ページをお願いいたします。

空港の一括管理の件でございます。資料８のところからです。

これにつきましては、これまで２回ご審議いただきまして、分権の流れという問題と、

あと現実にどう整備を進めるか、そういう２点の中で、今回はその状況の報告でござい

ます。

まず、道州制と空港の移管に関する主な道内議論。北大の山口二郎先生の中で、北海

道には新千歳空港という巨大な空港があると。ところが全部、空港行政というのは国が

一括して管理しているという話。また１６年１０月、北海道経済同友会との意見交換。

新千歳空港の移管など国があっと驚くようなものを出すべき。あと青年会議所の検討会

議におきまして、新千歳空港が国から道へ委譲されると、道州主導で戦略的な北海道を

創造できる。それで北海道観光連盟。空港はいろんな形態があるけども、 も効果的な

管理方法を検討したらと。あとまた、道州制推進道民会議地域意見交換会におきまして、

ここは空港の民営化など、要は霞ヶ関が目をむくような提案を出してはどうかという話

でございます。

次に７０ページ。

道州制推進道民会議の中で、今年３月のみんなでつくる道州制という中で、このよう

な、空港を戦略的に活用してビジネスチャンスをという、冊子の中にこのような記事が

ございます。そうした中で、道州制で私たちの暮らしがどうなるのということで、空港

を戦略的に活用し、例えば道内空港を一元的に管理すれば、いろいろ離島の空港の整備

とかもできるとか、あと着陸料を下げて海外のエアラインを誘致することができるとい

った点での話を、ここのみんなでつくる道州制という冊子の中で紹介してございます。

７１ページ。

ＮＨＫの日曜討論。恵庭市の中島市長が、特区を使って新千歳空港の管理の移譲を求

めるべき。また特区についての道民提案、これは今回ベースと議論してきた発端でござ

います。あと北海道議会第２回定例会、今年の６月でございますが、喜多龍一道議のほ

うから、国の管理空港の道への移管について特区提案すべきというのが出てございます。

あと参考までに、つい 近の話でございますが、今年の１１月、道州制ビジョン懇談会

というのを今、国のほうでやっております。それで関西経済界のほうから、２００９年

度中に関西７府県で広域連合の設置を目指すと。それで広域連合は、関西３空港の一体

的な管理を行うなど、国からの権限移譲の受け皿とすると。従って、特区法を改正して

広域連合でもいいよと言ってくれないかという発言が、これは道州制担当大臣も参加し

ておりますが、そこでの関西経済界委員からの発言ということでございます。

一方、７２ページでございます。

こうした大きな分権の流れ、数々の道内議論等もございました。そうした中で、まさ
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に今、国費予算要望の時期でございまして、いろいろ今月の２０日の内示に向けて、い

ろんな動きがございます。そうした中で、北海道が空港整備等にかかってどんな要望を

してるか、ちょっと整理いたしましたが、例えば新千歳の関係であれば、新千歳滑走路、

いわゆる３，５００メートルへの延長を早く着工してくれと。これはいろいろ道側の事

情もございますが、国に対しては、今調査費がついておりますが、滑走路延長事業と。

次に、国際線旅客ターミナルビルの早期整備ということで、１８年から要望をやってま

いりまして、２１年度中の供用開始に向けて整備が始まったという状況です。新千歳空

港のＩＬＳ双方向化。いわゆる着陸時の計器誘導の関係でございますが、今一方からし

かできないので、双方向にしてほしいとの要望を２０年度要望としてあげております。

あとまた中国、いろいろ自衛隊の関係で着陸の曜日が制限されておりますので、そうい

った外国エアラインの新千歳乗り入れの拡大を拡げてくれというのも要望しておりま

す。その他あと、その他空港で地方空港につきましても、例えば釧路でございましたら

濃霧対策、また函館、ターミナルの拡張、また奥尻とか丘珠とか、種々、２種３種につ

いても要望を行っているという、いわゆる分権の流れと、現実的な対応という点につい

ての宿題返しと申しましょうか、そういう説明でございました。よろしくお願いいたし

ます。

○井上会長：

ありがとうございました。

９回、１０回に続いて、皆さん方にご議論いただくわけですが、今日は資料８につい

てですね、道内各界の意見として、この空港の移管に関する考え方・意見というような

ものを、事務局から整理して出してもらいました。

これらの点についてですね、今あるのは、この空港の活性化の一環として、７５、空

港管理の一括化ということでありますので、ご議論いただく時の観点は、 終的に２次

答申の関連でそれをどういうふうに扱うのかということを念頭に置いて、ご発言いただ

ければというふうに思います。

宮田委員。

○宮田委員：

はい、ありがとうございます。

今、 後のほうに出てきました、整備に係る要望状況というところがあるんですけれ

ども、これやはり千歳空港の滑走路の延長、大事なところだと思うんですけども、こう

いった３，５００メートルの延長などのですね、今まだ調査費の段階ですけども、どの

ぐらいの総工費がかかりそうなのかなというのは、ちょっとわかるんでしょうか。

（田中地域主権局参事～すみません。ちょっと手元にございません。）

いや、僕が前から言ってるのは、僕の得意分野というか、道路ですとかね、もあるんで

すけども、要するにある程度の整備は進めてもらって、それでこれ本州方面で議論して

るものっていうのは、ほとんど整備が終わってね、もういいと。それで関空があって伊

丹があってね、伊丹はほとんど国内線ばっかりなのに、それでも結構なあれをやってい

て、これをもう一緒くたにすればね、結構なことができるっていうようなところだとか。

福岡とか北九州空港みたいにね、国費で新しい空港作ったりとか、そういった終わった

ところはいいんですけれども、北海道の場合はこういった整備がきちんと終わってるの

かどうなのかというね、そのあれが終わった上では僕は管理を道内でですね、やってく
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方向というのは、これは間違いないと思います。それからそういった戦略でのせてく。

だけど、その以前のところは道内にとって本当にいいのか悪いのか。利用料だけで全部

やんなさいってことになった時に、本当にできるんですかというようなことも含めたと

ころというのは、僕は、ちゃんと提示しないとね、結局それによってできなくなりまし

たってことで、延長はなくなりました、ターミナルは今工事入ったんでしたっけこれは。

（田中地域主権局参事～着工になっておりますね。）

着工になってるんですね。それはじゃあ完成させてくれると思いますけども、その後の

対応とかいろいろあると思うんですが、その辺ちゃんときちんとできあがるのかどうか

というところについて、やはり道民としてのね、メリット・デメリットを考えた時には、

あるんじゃないかなと。だからこれはもう少し僕は、今回のあれに間に合わなくても検

討をきちっとしていくべきじゃないのかなというふうに思いますけども。

○山本委員：

私も結論は一緒で、もう少しいろいろ情報を得て検討させていただきたいと思います。

それでその時に、今、宮田委員がおっしゃった、整備の状況と今後そこにいくらぐらい

かかりそうなのかということと、それとそのメドですね、が１つ。

それからどんな人員体制でどんな業務をやっているのか、大枠の業務カテゴリーみた

いなものがあったと思うんですけども、細かいことで大変恐縮ですが、その辺も見なが

ら、つまりものすごく大量の人がそれをやってるのであれば、こちらも人的にもそうい

う用意をしなきゃいけないわけですよね。しかもかなり専門度が高かったりすることが

対応できるんであれば、全然問題ないと思うんですよ。単純に管理って言ってますけど、

どういう業務があるんだろうか。プロの仕事ですよね、道路だって空港だって。そうい

う人的な、専門度ということも含めて、どんな人数でどんなことをしてるんだろうか。

それから、言わずもがなですが、関係機関というのも多様にありますよね。そこら辺

との連携ぐあいがどんなふうになってくのかが全くイメージがつかめなくて、それはそ

の後でいいんだよということかも知れませんが、そこで何かまた問題が出てきますね。

その辺も懸念します。

○宮田委員：

ちょっといいでしょうか。みんなが言ってるように、ここら辺いろんな道内議論が起

こってて、とにかく戦略的に千歳空港をね、北海道に観光を呼び込むために、核となっ

てくる空港にいろんなことが北海道の中でできるということは、僕は今後、これ絶対に

必要になってくると思うんですが、だから今どういうビジョンを持って、どういうふう

な空港活用、それでこれは、やっぱり国際戦略だとか、物流だとか、そういった戦略が

あっての議論だと思うんでね、そういったことを踏まえない中では、ちょっと僕も結論

を出しづらいというところもあるもんですから、是非そういったことについては継続的

に、これ決してネガティブな意見ではなく、継続的にこれをやってくということでお願

いしたいなと思います。

○山本委員：

すみません、私も補足しますけどね、別に無理矢理国の立場に立とうとは考えていま

せん。ただ、特に新千歳に関しては、非常に重要なポジションを持ってるから、そこの

議論を他の道内空港と一には当然できない。それは誰しもがわかってることだし、だか
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らこそ前向きに、本当にこっちに来てよかったねというふうにしないとだめだから、と

思うんですね。いままで何年かの議論を踏まえた上で、与件をしっかり精査しておきた

いという感じがいたします。

○井上会長：

佐藤委員どうぞ。

○佐藤委員：

私も結論的には同じなんですが、千歳空港、ターミナルビルとかですね、そういった

ものを含めまして、若干古くさくなってきましたよね。だから、例えば羽田だとかです

ね、関西だとか、そういうところと比べると、千歳のターミナルビルの古くささという

のはわかると思うんですけども。そういうことを含めますと、今すぐがいいのか、ター

ミナルビルの整備とかそういうのが管理の中でも、国のいろいろな補助金だとか負担金

だとか、そういう話になってくるので、いやそんなに違わないよという話であればこれ

はいいんですが、滑走路だとか、いわゆる空港プロパーの施設整備のみならず、ターミ

ナルビルだとかですね、そういったところの問題もありそうなので、今皆さんおっしゃ

るのと同じようにですね、ちょっといきなりポンと千歳、それともう１つは確か、提案

では道内空港を全部一元化するということでしたけれども、それが可能なのかどうかで

すね、この辺もうちょっとこうイメージとして、大丈夫だなという心証を得たいなとい

う感じがしますね。

○五十嵐副会長：

一言、ちょっと苦言めいたことを申し上げたいんですが、これ３回目の議論なんです

けれども、ずっと１回目、２回目、同じ議論をさせられてる印象があって、申し訳ない

です、本当にこれでやっていけるんですかというか、やりましょうということを議論し

たいというふうに２回言ってるんですよね。やっぱり何かそうじゃない資料が出てきて、

資料が間に合わないということがあるのかもわからないんですけれども、何て言うかな、

ちょっとこう、こういうことなんだろうかという、ちょっと疑問を感じました。是非、

我々も前向きにって常に言っておりますので、前向きな資料を作ってくださいというん

じゃないんですけれども、議論をできる資料を是非用意していただきたいというふうに

思います。ちょっとそれしか今言いようがありません。

○井上会長：

私はどうやってまとめたらいいのか、ちょっと考えながらしゃべりますが、空港の一

括管理という方向に向けてですね、一番 初にかなり詳細な資料をバーンと見せられた

ので、もうちょっとにっちもさっちもいかない、要するにマイナスの部分が大きいとい

うような結論の資料を、事細かく書かれていたのでね、若干我々のマインドも萎縮した

部分もあったんだろうと思うんですが、議論を進めていく時には、五十嵐先生も言われ

てたけれども、これをそのまま言うわけじゃないんだけども、やっぱりここで具体的に

どういうような資料をというふうに方向付けをしていかないと、結局事務局の考え方、

この資料でというのと、我々が期待してるのというのは違うので、お互いにそのあたり

のところは議論が緊密になるような形でですね、どういうような資料がほしいのか、ど

ういう資料だったら出せるのかというようなところで、今後改善していけばいいのでは

ないかというふうに思っています。

それで確かに、宮田委員からもともと発せられた、いわゆるコスト・アンド・ベネフ
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ィット、時間軸で考えてということは、一理あるんだろうというふうに思います。堀知

事の時から私は道州制というのに関わってますが、一番 初にこれをやった時に、道州

制というのを導入したら、北海道はプラスなんですかマイナスなんですか、経済的にマ

イナスだったらそんなことを進めるわけにいかないですねという話をしたら、私の記憶

では、これは１兆２千億円の赤が出るというような話でありました。ただですね、その

後いくつかの委員会が変わってくる中でですね、それであってもやっぱり道州制は進め

るべきだということの意見の中で、今日に至っている。特に、推進道民会議あたりのと

ころはそうだったように、私は思っています。

それでですね、まとめなんですが、ここのところは資料の６９ページあたりのところ

を見るとですね、これは移管に関する道内論議というのは、どちらかというとあっと驚

くようなとかですね、目をむくようなとかですね、いうような形で、かなりセンセーシ

ョナルに扱っている、少なくとも表現がそういうふうになっているという形です。です

から、そういうところだけでは実は議論は、我々は道民の皆さん方の代表としてですね、

進めていくわけにはいかないので、片方で宮田委員あるいはその他山本委員、五十嵐委

員等々が言われたように、やはりもう少し具体的にイメージが湧く形でね、議論をして

いかないと、この委員会でも、少なくともコンセンサスを得られにくいんじゃないのか

なというふうに、今日の議論を伺っていて思いました。

それで、多々委員の皆さん方の間には、温度差はあるんだろうと思いますが、少なく

ともご発言いただいた方々においてはですね、これは第２次答申に間に合わせるという

のは、これは若干無理のような表現でしたので、論点整理というのをこれからもおやり

いただく中でですね、また改めてどこかの、いずれかの時期に、議論を復活するという

ことにさせていただきたいと思います。

そういうことでよろしゅうございますか。

（各委員発言なし。）

ではですね、あと１つ何だったろう。観光のところにあと○がある、５６、特定免税

店制度ということ。これを事務局のほうからまずご説明いただけますでしょうか。

中身、これは資料ありましたか、では説明いただきたいと思います。

○田中地域主権局参事：

それでは、資料６０ページでございます。

資料７、特定免税店制度。ここは前回出しておりますので、前回重複分は省略させて

いただきますが、一応６０ページ、特定免税店制度。それで次の６１ページは、右側に

書いてありますとおり、沖縄のデューティーフリーショップにつきましては、１４年度

８億円が１７年度１６５億円と伸びておるというのを、６１ページで見ていただければ

と思います。

それで今回新たな資料、６２ページでございます。

商品流通の仕組みがなかなかわかりづらく、イメージがわかなかったものですから、

例えば毛皮を例にとりまして、毛皮製品、これは関税率２０％でございます。それで通

常の場合と免税店の場合とどんなようなことになるか、あくまでもモデルケースでござ

います。それで通常の国内販売とした時に、欧米でその毛皮、一応１０万円とおきまし

た。それで輸入販売代理店は、そこに関税率２０％ですので２万円の関税、消費税が５

千円、あと代理店の儲けがありますので、管理費等を入れて７万５千円が乗っかったと。

それで、それをデパートに卸しますことによって、そこでもまた１０万円儲けると、管



- 34 -

理費もあると。そうすると、もともと１０万円であった欧米で作られました毛皮が、３

０万円になるということでございます。

ところが免税店によりますと、欧米の原価１０万円で、直接ここの輸入販売等の関税

がなくなりますので、デパート、ショップ、免税店でしょうか、ここで仮に利益を同じ

ように１０万円、利益とか管理費をかけたとしても２０万円ということで、例えば今売

られている輸入の３０万円の毛皮だとすれば、これがなくなれば２０万、１０万円ほど

浮くのではなかろうかと、いうようなイメージをちょっと、浮くというんでしょうか、

通常よりも免税店にすればこのような構図になるのかなというイメージを作りました。

６３ページは前回提出と同じ。

６４ページも同様でございます。

それで次の６５ページです。

ちょっとアンケート調査の結果がわかりましたので、言ってみたい旅行先というのを

付けております。それで、表がありますとおり、行ってみたい旅行先、北海道が１位と。

過去からそうで、そのような状態。それで右側で宿泊旅行統計調査報告、国交省の資料

ですが、北海道は延べ宿泊者数が１，１４１万人で東京に次いで２位。あとその下でご

ざいますが外国人延べ宿泊者数、北海道は８４万人で東京、大阪、千葉に次いで第４位

といった状況。

めくっていただきまして６６ページですが、行ってみたい旅行のタイプ。

どんなことで旅行に行きたいかということでありますけれども、例えば温泉旅行、グ

ラフにございますけども、温泉旅行、自然観光、グルメとございまして、そういきます

とショッピングというのも入ってございます、１０番手ですか。こんな状況です。それ

で、それらを右側で行ってみたいの回答比率でいったときに、グルメとか動物園とかシ

ョッピングというのがかなり比重が高くなっておるということでございます。

めくっていただきまして６７ページ。

それで、諸外国の方で、訪日動機をとったものが６７ページの右側です。全体でいく

と伝統文化とかが、２－２－４でございますが、３６．６。温泉、リラックス３３．８。

ショッピング３２．１と。特にショッピングにつきましては、香港からの方はショッピ

ングが１等賞、韓国の方も２等賞ということで、比較的ショッピングというものに魅力

を感じておるということでございます。

一応資料としては、補足としては、以上でございます。恐れ入ります、審議のほどお

願いいたします。

○井上会長：

ありがとうございました。

まだ☆印になってない部分ですが、５６の特定免税店制度ということで、道民の皆さ

んから提案をいただいた部分であります。この点について、どういうふうに扱うかとい

うことを念頭に置かれた上で、ご意見等々を賜れればと思います。いかがでしょうか。

○山本委員：

すみません、先ほどご説明いただいた中の、沖縄の免税店制度の仕組みのところで、

平成１７年に飛躍的に販売額が伸びてますよね。これは何か特殊な与件があったのでし

ょうか。

○下岡観光のくにづくり推進局主査：

１７年度にですね、世界的な免税店ショッパーズである、ＤＦＳの沖縄の店舗が本格
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開設したということで、増加をしております。

○井上会長：

どう扱いましょうか。

○宮田委員：

やはり今観光というのは、景観を眺める、それからグルメ、やっぱり目的の１つはシ

ョッピングになってきてまして、北海道もやはりこれだけ観光客が来ている中で、ある

意味ではビジネスだとか公用とかってことも含めましてね、これはもう沖縄でやってる

んですから、これはいろいろな理由があって内閣府は沖縄で認めたと思いますけれども、

北海道といたしましてもね、これからアジアのお客さん達、非常にお金を持ってお買い

物していくわけですから、免税店特区を申請をしておきましてね、これの設置場所だと

か方法についてはこれから検討することになると思いますけれども、そういった形でで

すね、北海道としても特定の免税店制度を活用させてもらって、やっぱりお客さんにと

ってメリットなんですよ。お客さんにとって安くブランドものが買える、それでこの沖

縄の場合は上限２０万になってたと思いますが、僕は上限についてもね、やはりやるん

であればもうちょっと上の、高額の商品まで出ないとやっぱりデューティーフリーショ

ッパーズも出してもね、お店のメリットがあまりないわけですから、そういったことも

含めて、今後北東アジアのお金持ちも増えてくることによってね、ここに呼び込む中で、

私たちのビジネスチャンスを作る上では、やみくもに作る必要はないんですが、考えら

れるとすれば、千歳空港の周辺なのか札幌なのか、あともう１つ道東方面ですね、そう

いった遠いところでもゲートとなり得るところに、戦略的に作れるようにしておくのが

いいんじゃないかなと思いますので、僕はこれ是非、間に合うんであれば、☆印にあげ

ていただけないのかなというふうに思ってるぐらいなんですけれども。

○山本委員：

私も早めにどんどんあげていくのにふさわしい、わかりやすいケースだと思います。

せっかくサミットが開催されますから、お客様がそれに伴って増えることを、我々も手

をうってかなきゃいけませんので、是非これはそこに間に合うように議論していきたい

なと思います。それで、内容も今宮田さんがおっしゃったように、時代が変わってきて

ますので、金額とかもね、あげてもあまり問題がないと思いますし、確か先月ですね、

１１月の２６か２９に官邸であった、観光立国推進戦略会議の中でも、どんどん日本国

としても応援していこうという論理だったように、ぱっとしか見てませんけど記憶して

ますので、これは進めていきたいというふうに思います。

○井上会長：

ありがとうございました。

皆さん方のご意見はもっともだということで、私自身も伺っておりました。今後の方

向性ということでの取扱いの段取りですが、やはりこの２次答申に向けての考え方の原

点に戻りますが、来年７月の北海道洞爺湖サミットということを念頭に置きながら、そ

の時機を得てといいますかね、グッドタイミングという形、そこをにらみながら我々は

提案しているわけで、それが環境であり観光であったということで、今５６番の特定免

税店制度、支持がありましたので、是非ですね、第２次答申に向けて、答申案というこ

とでまとめられるように、ご尽力いただきたいと思います。ただ、私自身も、自分でこ

れをどういうふうに決着つけていくのかなというふうに思いながら、この１～２か月考
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えてたんですが、実はいろいろ厄介な問題がないわけではなくて、ただですね、いつ出

せば、どういう形で出せば、落とせるかというのは、これはそれなりにやっぱり、戦術、

戦略を考えて行かなきゃいけないので、そこのところは、ちょっとまた私もあと１週間

程度の間考えていきますけども、是非ですね、準備という意味では、これは進めておい

ていただきたい。それを一緒に出すかどうかというのは、また改めてですね、検討して

いきたい。つまり私自身はもともと今日消えてますけれども、⑤の観光振興特区の中に

これが３つあって、通訳案内士、外国人人材受入れ、それにかっこして特定免税店制度

ということで、３点セットで出せていければ一番理想だなと思ってたけれども、いろい

ろこう状況をチェックしてると、これはもういろんな部分で政治の日程もありますし、

行政、省庁のいろんなスケジュールもありますし、そのあたり考えてくると、そこを考

えてやる必要があるのかなということもありますけども、長くなりますのでここでやめ

ます。是非ですね、鋭意準備は怠りないようにお願いしたいと思います。よろしいでし

ょうか。お願いいたします。

それではですね、残ってる部分をやりたいと思いますが、これはこれからは、答申案

という形でおまとめいただいたものですので、 終答申になる前にもう一度筆を入れる

可能性はありますが、これまでの議論に基づいて本日ご用意いただいた答申案の検討と

いう形で、おやりいただきたいと思います。上からいきますか。お願いいたします。

○田中地域主権局参事：

それでは資料の１ページ目、答申案、資料の２でございます。

森林審議会の所掌事務等の拡充。これは森林法６８条の森林審議会につきまして、所

掌事務がこの法律の施行に関する重要事項が明確でないとされております。しかしその

他の林業施策につきまして、条例設置の審議会を設けておりますことから、その辺につ

きまして柔軟な対応ができないと。

従いまして、課題といたしましては、森林整備とその後の利用につきましては本来一

緒なので、環境問題もいろいろ注目されている中で、２つの審議会を一緒にやったほう

が効率的であるということから、また、地方分権推進委員会の勧告の中でも、森林審議

会につきまして、地方の裁量で審議内容とか組織・運営等を弾力的に設定する仕組みが

必要であるという趣旨に基づきまして、目指すすがた。

森林審議会の所掌事務等の拡充と。右上に権限移譲、条例制定範囲の拡大と入れてお

ります。これは前回の資料に入っておりませんでしたが、その事柄の性格を一応表示い

たしました。あとはいわゆる法律設置の森林審議会、条例設置の森林づくり審議会、こ

れを権限移譲及び統合いたしまして、所掌事務及び組織等を地方の裁量で拡充し、審議

内容を条例に委任していただくということで、それによりまして一番下、林務施策全体

の方向性の理解、また、より専門的な審議ができるということでございます。

以下、資料２ページは前回同様。

資料３ページは分権委の報告。

それで資料５ページ、新旧表でございますが、基本的に前回と同様の形で整理し、

後６ページに法律をつけてるという仕組みでございます。よろしくお願いいたします。

○井上会長：

ありがとうございました。

何かご意見があればいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

（各委員発言なし。）
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もう何回もやってるからというのはありますので、先に行ってよろしいですね。

資料の３に基づいて、次の案件をご説明いただきたいと思います。

○田中地域主権局参事：

７ページ、人工林資源の的確な管理体制の構築。これにつきましては、木材輸入量の

大幅な減少が約８０％とかになりまして、北海道の伐採量が急激に増加。皆伐面積１．

８に対しまして、造林面積１．０、造林未済地が増加しておると。

こういう中で、課題といたしましては、森林が二酸化炭素の吸収源また貯蔵庫である

という北海道の特性がございますので、無秩序な伐採は環境保全や資源の持続的利用の

観点から適当ではない。伐採抑制の必要性。次に森林計画制度、これは市町村別、都道

府県別となってございますが、やはり材の流通、また、森林の公益的機能の効果、これ

は市町村の域を超えて広域的であることから、道と市町村が連携して計画をつくり資源

管理をやっていくと。また、計画の認定基準、施業計画の認定基準、届出制度、全国一

律と。従って、北海道独自に追加、上乗せができる仕組みが必要ということから、目指

すすがた。

人工林資源の的確な管理体制の構築。これは権限移譲及び条例制定範囲の拡大でござ

います。それで森林計画制度、施業計画の認定基準、届出による伐採につきまして、森

林計画、道がつくる計画と市町村の計画を統合する。次に樹種別伐採量の追加というこ

とで、道自体の上乗せ基準を作る。道独自に伐採量を抑制するということで、新たな審

査手続を追加したいということで、一番下にございますが、北海道の森林資源の保全と

循環利用の両立を図っていきたいということでございます。

めくっていただきまして８ページの資料、人工林の資源管理対策。

これは前回佐藤委員のほうから出されまして、いわゆる皆伐を抑制するだけではなく

て、造林はどうなっているんだというご指摘を受けて、新たに整理した資料でございま

す。それで、伐採跡地が増大するということが問題なんだというところに立ちました時

に、真ん中にございますが、人工林の資源管理対策を検討していくという時に、左側に

皆伐の抑制対策、右側に造林の推進。従いまして、皆伐の抑制及び造林というものは車

の両輪であるという位置づけといたしました。それで、皆伐の抑制対策として、左下に

ございますが、道州制特区提案として人工林資源の的確な管理体制を構築したいという

のが今回の提案でございます。一方、造林につきましては、造林事業の推進、公共予算

を確保して森林計画制度に基づいて計画的にやっていきたいということで、伐採を抑制、

また、確実な造林、それによって伐採跡地を解消したいということで、この資料を追加

させていただきました。

次に９ページ、１０ページ、１１ページ、１２ページは、基本的には同じでございま

す。

それで１３ページ、新旧でございますが、ここは若干、１３ページでございますが、

特区提案、右側、権限移譲後、特区提案のところでございますが、特区提案と書いてあ

る○の２つ目、市町村森林計画。市町村は市町村森林整備計画をたてなければならない。

ただし北海道は除くと、いったような書きぶりで、法の規定を変えようかという点が前

回にちょっと追加してございます。

以下関係条文でございまして、前回同様でございます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。

○井上会長：
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ありがとうございました。

只今の説明に関しまして、ご意見等あればお出しいただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。

（各委員発言なし。）

ご発言がないようでしたら、今日のところはこれで確定させていただいてよろしゅう

ございますでしょうか。

ありがとうございます。

では、資料４に基づきまして、国土利用の規制権限等の移譲ということで、事務局の

ほうからご説明いただきたいと思います。

○田中地域主権局参事：

資料１７ページでございます。

まず現状、今、土地利用につきましては、国土利用計画法に基づきまして、いわゆる

５地域、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域とございますが、

現実には都市計画法や農振法など個別法によりまして、いろいろ国の関与、規制がある

ということから、土地の利用及び保全に関する権限は基本的に都道府県の権限とすべき

ということで、１つには許可権限がまだ国に残っておる、また２つ目には、決定にあた

って関係大臣の協議や同意を要するということで、分権の観点から、国は全国を通じる

基本的枠組みを法律で定めるに止め、未だ国に残っている権限の移譲、そしてまた将来

的には国の関与の縮小を図り、北海道が一括して調整すべきであるということで、目指

すすがた。

権限移譲でございます。農地転用の許可や保安林の指定等に係る国の権限の移譲。こ

れは４ヘクタール超の農地転用の許可権限、これは２ヘクタールから４ヘクタールの協

議を含みます。あとまた民有保安林の指定・解除等の権限。これは全国的な統一性の確

保などを名目として国に留保されてございます。それで今回提案。これを権限移譲して

いただきまして、北海道がすべて決定すると。それで将来的に国の協議・同意の廃止と

いうことで、今多々、国土利用計画法以下、各省との協議がありますが、こういった国

の協議・同意は廃止をしたいということで、一応２段階の形でございますが、まずは権

限移譲。将来的には関与もなくしたい。志は高く、しかし一歩ずつ着実にという形で、

ちょっとホップステップの状態でございます。

めくっていただきまして、１８ページでございます。

１８ページは今回、国に残っている権限ということで、いわゆる許可権者のところを

見ていただければ、今回対象としておりますのは、農水大臣に許可権限が残っておりま

す、農地法及び森林法につきまして、それの協議を含めまして一括して北海道に移して

いただきたいという趣旨でございます。従ってここの協議とかが先ほど申しました法定

受託事務になっておりまして、ところが本体の権限が北海道に来るもんですから、残っ

ちゃってる協議がなんで法定受託事務なのかというのが先ほどの問題意識でございまし

た。それで将来的な課題の中で入ってくるのは、次の方針・マスタープラン、１９ペー

ジでございますが、これは将来的な課題でございます。

次、２０ページも将来的な課題と。

それですみません、２１ページは農地法第４条第２項、農地転用許可基準ということ

で、農地法施行令、農地法施行規則。かつて資料をお出ししたことがございますが、こ

の中で、右側に農地転用許可基準の制定についてということで、３４年の通達を書いて
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ございます。それで、平成１０年の農地法改正の際に、通達を法令に引き上げたという

経過がございまして、結局通達が法令となってしまいまして、がんじがらめな状態にな

ってしまったということで、本来法律は基本的枠組みとすべきと主張しておりましたが、

逆にこんだけがちがち法律で基準が書いてあるんだから、権限ぐらいちょうだいなとい

う気持ちで提案したいと思っておりまして、あえてこれを参考資料に付けたいと思って

おります。

それでめくっていただきまして２５ページ、例えば２５ページ、ちょうど真ん中のと

ころにございますが、二というところで、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね

３００メートル以内に次の施設のいずれかがある。鉄道の駅とか。これはかつて通達で

も鉄道とかうんたらから至近距離にある農地はということがあって、これはわざわざ３

００メートルとまでその施行規則に書いてあるということが、非常におもしろいなと思

っております。

また２６ページ。こちらは前回紹介いたしましたが、いわゆる１キロメートル、鉄道

の駅から、そこから１キロメートルとか、おおむね５００メートルですか、こういうこ

とが全国一律になっているということで、ここまで法令で規定されているんだから、権

限ぐらいいただきたいという形で、持って行きたいと考えてございます。

次に、飛びまして２８ページでございます。

２８ページはこれまで、国の関与についてと、今回将来課題といたしました国の関与、

これは自治法の２４５条の３、関与の基本原則というのがございます。それでその４項

で、国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるも

のとされている計画を作成する場合など、そういうものを除いては、同意などそういう

行為を要してはいけないといったことで、なぜ同意があるかといった時に、この税財政

上の優遇措置があるということを理由としておりますので、今回継続検討というか、将

来検討といたしました。あと分権の考え方を参考に付けております。

あと２９ページ、３０ページは新旧で、前回一本でございましたが法律が異なります

ので、農地法、森林法を分けて付けてございます。

以下参考条文でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○井上会長：

ありがとうございました。

資料４に基づきまして、国土利用の規制権限等の移譲ということで、事務局から説明

いただきました。只今の説明等々に関しまして、ご意見あるいはご質問があれば、お出

しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

（各委員発言なし。）

もう何度も見てきてましたので、今日のところはこれで確定させていただきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

では、次は資料５、３３ページですが、廃棄物処理法に基づく権限の移譲、答申案と

いうことで、事務局から引き続き説明をお願いいたします。

○田中地域主権局参事：

はい。前回資料、北海道らしい循環型社会の構築としてございましたが、現実に要望

に当たりまして、廃棄物処理法に基づく権限の移譲と具体化いたしました。現状、家畜



- 40 -

ふん尿や林地残材などバイオマスが存在しております。それで廃棄物処理法に基づく許

可、道や市町村など許可権者が複雑でございます。あと施設の設置基準、全国一律とい

うことから、まず課題といたしましては積雪寒冷である本道の特性等も考慮した、廃棄

物処理施設の設置とか、許可手続をどうするかという問題意識に立ちまして、廃棄物処

理法に基づく権限の移譲といたしまして、１つには再生利用の特例認定。環境大臣が持

っております権限。また、廃棄物処理施設の設置基準、全国一律の基準につきまして、

権限を移譲いただき、道が再生利用、いわゆるリサイクルの場合に、道が一括して認定

する。また、道が廃棄物処理基準につきまして、道の独自の条例で上乗せ基準をやりた

い。ここがすみません、先ほど法定受託事務で申し上げました、法定受託事務になって

いる廃棄物処理の許可につきまして、上乗せ基準をできるかどうかと。こうやって要望

するに当たっては、先ほどの法定受託事務の関係が出てくるものですから、別途先ほど

の、そのような状況でございます。それでどうなるかというと、例えば水道水源への配

慮など、いわゆる安全・安心、廃棄物処理施設だけではなくて、安全・安心な住民の暮

らしを守るということになるかと思います。

めくっていただきまして３４ページ。こちらは全体の位置付けでございますので、北

海道らしい循環型社会の形成を目指して、右側にございますが、条例を制定し、また特

区法を活用していくといった、大きな流れを書いてございます。

それで、３５ページ、３６ページは前回と同様です。

３７ページは、若干、前回出ました資料を２つ、いろいろ合わせておりますので、基

本的には出し資料でございました。

それで３８ページも出し資料で、３９ページは釧路の、前回もご説明しました釧路の

裁判例は、やはりいかに国の基準がきついかという意味から、あえて付けました。

次に４０ページが新旧表でございます。基本的には前回と同様でございます。

それで佐藤委員ですけれども、前回佐藤委員からの宿題がございまして、許可の基準

については、釧路の訴訟を受けて法律が改正されたのかという点がございました。そこ

は釧路の訴訟を受けて許可基準の改正があったかどうか、真偽は不明でございました。

ただ訴訟後の法改正であるということだけは一応確認できておるということです。あと

佐藤委員から、政令市との協議をどのようにしていくのかという宿題が出てございまし

た。それで現時点、今札幌市等と協議することは考えてございませんが、権限移譲後、

政令市の取り扱いを含めまして、基準の内容をどうするかを含めて、十分協議しながら

検討していきたいということで考えてございます。

以下関係法文でございまして、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○井上会長：

ありがとうございました。

廃棄物処理法に基づく権限の移譲ということで、答申案、用意しているものを説明さ

せていただきました。いかがでございましょうか。ご意見、ご質問があればということ

ですが。

（各委員発言なし。）

では本日のところは、こういう形で確定させていただければというふうに思います。

では、環境のところから観光のほうに移らせていただきたいと思いますが、これは観

光振興特区というふうになってますけれども、その前に、今のところの前に出してるの

が、北海道観光おもてなし特区ということで、これについて事務局のほうからご説明い
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ただきたいと思います。

○田中地域主権局参事：

はい、４７ページでございます。

観光につきましては、多彩で個性あふれる観光地づくりが求められておる中で、あた

たかいおもてなし、安心して快適に観光できる体制整備、またリピーターの増加といっ

た観光地づくりを目指す必要があるとの視点に立ちまして、北海道洞爺湖サミットの開

催、諸外国からの注目がございますので、特にまたきめ細かな対応が必要と。それで課

題といたしまして、外国人来道者の受け入れ体制、また、母国語の通ずる外国人を長期

的に確保する必要性などがありますが、なかなか現実的には長期滞在が難しくなってい

る。また、地域限定通訳案内士制度が創設されておりますが、試験の実施基準が非常に

細かいと。国が定めているのでオリジナリティを発揮しづらいということから、目指す

すがたといたしまして、北海道観光おもてなし特区の創設ということで、外国人従業員

の受入れ促進及び地域限定通訳案内士試験における裁量の拡大という２点につきまし

て、ホテル従業員等の在留期間の確保という問題、また、地域限定通訳案内士の道独自

の試験方法の設定といったものについて、提言をしていきたい。なお、先ほど会長のほ

うからお話がございました税関係につきましては、今調整中でございます。

それでめくっていただきまして個別の点でございますが、４８ページ。

外国人人材受入れの促進ということで、非常に外国人観光客が年々増加しておるとい

う中で、やはり宿泊施設で母国語が通じるのはポイントであると。それで、道内施設の

９割は外国人を受け入れておりますが、英語はできる人が５２％ぐらい、中国語、韓国

語は非常に少ないということになっております。しかし、出入国管理法では例えば一定

の要件を満たす技能を持つシェフとか、インストラクターにつきまして、３年又は１年

の滞在期間が認められておりますが、非常に範囲とかその要件、オリンピックに出たこ

とがあるとか、国際大会とか、要件も厳しくなってございます。研修制度もありますが、

あくまでも１年。従って、中長期的に外国人を安定的に確保、人材確保をしたいという

ことで、目指すすがた。観光業務に従事する外国人人材の確保。出入国管理法において

３年又は１年の滞在が認められている、シェフ、インストラクター、また活動基準につ

きましては、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する業務ということで、こ

のような方々につきまして、観光関連業務に従事する高度なサービスを提供できる外国

人ホテルマンなどを追加したいということでございます。それによりまして、外国人観

光客のホスピタリティの向上が図られ、魅力アップというふうに考えてございます。

めくっていただきまして４９ページです。新旧対照表。

それですみません、前回、現行のところの法令制度の上にホテルマン、前回ホテルマ

ンの宿題が出ております。それでホテルマンとは、これは日本標準職業分類によります

と、ホテル・旅館のフロント係は受付案内事務員、それで接客とか案内、客室の整備、

ホテルサービスを行う者、旅館・ホテル接客係というふうなことなんですが、大変困り

まして、とりあえずホテルマンとしております。ただホテルマン、マンは何かと。人間

と考えるか、ホテルパーソンかと。どうしたらいいか。またスタッフじゃないかと、ホ

テルスタッフでいいのかと。そこがすみません、ここを含めましてご審議いただければ

よろしいかと思いますが、今回の資料ではホテルマンということで、一応整理いたしま

した。ただベルボーイについては、ベルボーイ、ベルガールとちゃんと言うようで、大

変ちょっと困っておりました。すみません。それで、その後は既存の資料でございます

ので、既存と言いますか法令の関係でございますので、ご審議のほどよろしくお願いい

たします。
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○井上会長：

次の地域限定通訳案内士も一緒にやっていただけますか。

○田中地域主権局参事：

はいすみません、それでは５２ページ、地域限定通訳案内士における裁量の拡大。

これは、前回五十嵐委員のほうから、本来規制緩和じゃなくて権限の移譲ではないか

と、むしろ後退したのではないかというご指摘を受け、庁内検討をいたしました結果と

いたしまして、前回基準の緩和といったものが、裁量の拡大ということで、若干拡大し

ました。それで地域限定通訳案内士につきましては、現状にございますが、外客誘致法

等の改正で、全国一律の通訳案内士のほかに、地域限定の案内士が導入されたと。北海

道も２０年度から試験の実施をしたい。今の試験基準は国が細かく決めており、道のオ

リジナリティが発揮できる部分が制限されているということで、目指すすがた。地域限

定通訳士試験の基準の緩和。関与の縮小をして、北海道独自の試験方法等を設定したい

ということでございます。これによりまして、地域の事情に精通したガイドを養成する

ことができるとともに、幅広くユニークな人材の確保ができるということでございます。

それで前回山本委員のほうから、政府の観光立国推進戦略会議が出しました、１１月２

６日、北海道洞爺湖サミットを契機とした、北海道、日本の魅力をどうするかと、提言

です。この中で、現実的に今提言の中で、地域限定通訳案内士制度の導入（北海道）と

いうことで、中に一応、限定通訳士が位置付けられておりまして、後ろ盾もあるという

のが確認できております。

それで次は５３ページ。

これは前回も付けておりますが、都道府県が外客来訪促進計画を立てるに当たっては、

国の同意が必要であると。これは先ほど国の関与で見ましたが、その下に補助制度、観

光ルネッサンス事業の創設というのがございます。これは国交省におきまして、全国予

算枠２億９千万円の予算枠を持ってございます。それで北海道は一応２千３百万ほど補

助実績があるということで、この促進計画につきましては、こういう補助制度もござい

まして、国の同意を必要とするというような制度でございます。

次の５４ページは前回と同様です。

以降も、通訳ガイド育成の検討委員会の報告書、その中での実情。

また５７ページは新旧対照ということで、あと関係法令でございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○井上会長：

ありがとうございました。

資料６に基づいて、北海道観光おもてなし特区、これは初めて出てきたんだと思いま

すが、観光振興特区について２つのブランチ、外国人人材受入れの促進、地域限定通訳

案内士における裁量の拡大ということで、説明がありました。ご意見、ご質問があれば

お出しいただきたいと思います。

ちょっと私のほうからなんですが、これの順番がもともと通訳士から外国人人材受入

れとなっていて、これ自体も特段の意味が、論理的にはないんだろうと思いますが、今

回こういうふうにしたのは、何か意味があるんですか。特段意味がない。

○田中地域主権局参事：

あえて申し上げますと、比較的議論が少ない方から先に並べました。
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○井上会長：

誰の議論ですか、それは。

○田中地域主権局参事：

提案検討委員会の予想されるべき議論が少ないと思われる方から並べました。

○井上会長：

わかりました。

それで余計なことなんだけど、地域限定通訳案内士というのは、例えば英語での名前

だとかは考えてあるわけ。

これは何、こういうものというのは、どこの段階で考えるんですか。

○経済部観光のくにづくり推進局：

国のほうでですね、要綱のほうで、確か免状の形までですね、定めがございまして、

その中に確か英語名も記載がされてございました。

○井上会長：

そうですか。

その他ご意見あればお出しいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

宮田委員どうぞ。

○宮田委員：

ありがとうございます。

観光振興特区、今日観光おもてなし特区と初めて出てきたので、観光振興特区（おも

てなし特区）ということなんだと思いますけれども、どちらでもいいと思いますが、こ

れは是非進めていただいて、今まで議論してきたものがまとまってるだけのことであり

ますけれども、あとホテルマンと言うのか、ホテル従業員という言葉で統一するのか、

ホテル何とかなのかということも、ここで決めなきゃならないということなんでしょう

か、わかりませんけれども、それはどうでもいいと思いますね。それで、基本的にはホ

テルの人ですよね。ホテルのフロントにいたりだとかね、スタッフですよね。だからそ

れはわかればいいことであって、ホテルパーソンなのか、ホテル従業員、ホテル従業員

なんでしょうかね。それはあまり大きな問題ではないので、趣旨としてはそういうこと

で、是非これを早く出してですね、来年にもつなげ、また今後の国際観光に備えていく

べきじゃないかなというふうに思いますので、私はさっきの免税店特区も、さっき会長

がおっしゃったように間に合えばですね、３本柱で、これが観光振興特区として出せれ

ば、非常に強力なインパクトのあるものじゃないのかなというふうに思っております。

よろしくお願いします。

○井上会長：

ありがとうございました。

山本委員どうぞ。

○山本委員：

全く賛成です。それでやっぱり振興特区にしても、おもてなし特区にしても、何かも
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う１本ないとちょっと、何かちょっとこれだけだと特区という、もちろんこれもね、大

変なんですけど、是非、入れると姿がいいですよね。やっぱりおもてなしというのが非

常にわかりやすいことだと思います。それと先ほどのホテルマン、いいと言ったらいい

んですけど、しかし今の流れで言うと、国際的にも多少気に留めて、気持ちよく受け止

めていただけるような表現がいいのではないかなと思いますね。以上です。

○五十嵐副会長：

今のホテルマンのですね、名称じゃなくてですね、この活動の中身とおもてなしとい

うことの意味合いなんですけれども、要するにこう、私がイメージしたのはフロアにい

て、要するにホスピタリティのあるホテルマン、要するにそのアメリカで教育されてい

るホテルマンというのは、すごく地位の高いホテルマンで、日本のいわゆる客室サービ

スとは全然違う取り扱いですよね。そういうイメージだったので、ちょっとこのイメー

ジですね、もうちょっと付け加えてもらったほうがいいかなと思ったのは、何も通訳だ

けではなくて、広報、宣伝などって書いてある、このなどの中に、そういうホスピタリ

ティとか、接客の専門という意味合いのほうを書いていただいたほうがいいのかなとい

う気がいたしましたので、ちょっと確認をしていただければと思います。確認して入れ

ていただいて出すということですけど、お願いします。

○井上会長：

よろしいですか。

○下岡観光のくにづくり推進局主査：

今、委員おっしゃられたのは、新旧対照表のですね、ホテルマンの活動基準の翻訳、

通訳、語学の指導の部分でございますか。これはですね、現在ホテルでも外国人従業員

の方いらっしゃいます。それはですね、翻訳、通訳、語学の既に認められている…。

○五十嵐副会長：

わかりました、意味合いが。

○下岡観光のくにづくり推進局主査：

わかりますか。はい、失礼します。

○五十嵐副会長：

新のほう、そっちのほうの活動基準にホテルマンと入っているという、そういう意味

合いですね。

○下岡観光のくにづくり推進局主査：

今はこの基準で日本に入ってるという意味なんです。

○五十嵐副会長：

それを、権限移譲後はこういうふうにしていきたいということですね。

○下岡観光のくにづくり推進局主査：

ホテル業務の専門家として来ていただきたい、そういう意味でございます。
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○五十嵐副会長：

そうですね、そうしますとここがちょっと引っ張られちゃったので、こういう人達の

権限かなと思ったので、そうじゃなくて、やっぱり質の高い人を認めるんだということ

であれば、新のほうにちょっとその内容を付け加えていただいたほうがよろしいかなと

思います。

○井上会長：

よろしいですか。

ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

では、本日の時点では、このように確定させていただきたいと思います。

それで今、かなり厚いレジュメの部分で、項目別資料一覧に基づいて言いますと、答

申案という形で、森林審議会以下全部で５件、６番が２つに分けてありますので、６件

ですかね、そういうような形で２次答申に織り込むという形で、今日ありましたご意見

も踏まえてですね、ファイナルの部分を準備いただきたいということであります。その

他ですね、今日の審議で残ったのが、答申案という形で次回は☆印にしていただきたい

部分、それももう☆が消えていかないようにしていただきたいのが、町内会事業法人制

度、そして地方自治法の規律密度、特定免税店制度ということで、これは☆印という形

でお出しいただきたい。特に、特定免税店制度というのは、今、先ほどのところはおも

てなしのところ２本でしたけれども、３点セットという形でできるようにお努めいただ

ければというふうに思います。その他、本日議論しました中では緊急自動車、空港の一

元管理というのは、今後引き続き検討するというような状況で、第２次答申には織り込

まないという形で、ご意見が個々その場所で整理されてきたと思いますが、その認識で

間違いないでしょうか。

よろしゅうございますか。

ではそのようにお願いしたいと思います。

ありがとうございました。

ではですね、２の次回委員会についてということで、もう先ほどから次回は☆印にい

うように申し上げましたように、次回、甚だ申し訳ないんですが、もう一度お集まりい

ただければというふうに思っております。それで私自身も、日程がいつになったのかわ

からないんですが、いかがでしょうか。

○田中地域主権局参事：

今お配りしておりますが、今のところ可能性があるとして、１２月１７、月曜日の午

後でしょうか。それか１８の午後ぐらいかなというふうに、先生方のお集まり状況を見

ると、そのようなイメージかと考えております。恐れ入ります。

（各委員間で日程調整）

○井上会長：

では、１２月１７日月曜日、午後２時から、１４時からということで、事務局のほう

でセットをお願いできますか。

（川城地域主権局長～はい。）
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よろしくお願いいたします。

○田中地域主権局参事：

すみません、場所につきましては、別途またご連絡いたしたいと思います。

恐れ入ります。

○井上会長：

ではよろしくお願いしたいと思います。

私のほうから説明することは以上のようですが。

はい、どうぞ。

○五十嵐副会長：

さっきちょっと資料のことで苦言を申し上げたんですが、ちょっと補足して。１分で

終わります。前回、本格的な道州制という言葉が初めて飛び出して、今道州制特区のと

ころで議論をしているわけですけれども、できるだけやっぱり本格的なというか、道州

制の姿を思い描きながらと。ただ、難しさはよくわかっていまして、先ほどの空港の整

備というのは、やっぱり権限とかそういう問題ではなくて、どちらかというと財源の問

題ですし、税制をどうするかということも含めたり、交付金の問題であったり、様々な

お金に関することというのは、なかなか特区という中での議論がしにくいんだと思うん

ですが、あえてやっぱりそこの議論も、ですから全体の絵がほしいと言ってるのは、整

備とか何とかということも本当は空港を考えるときに必要なんだけれども、この部分は

特区なんだけど、こっちについては別の方法というか、本来考えると道州制なんだけれ

ども、今はそれができない。だけれども我々はどうしていきたいんだという、そういう

やっぱり議論をしていかないと、いつまで経ってもそこのところで常に行きつ戻りつの

ような気がしたんですよね。それで今日議会の話も出まして、やっぱり行政だけじゃな

くて、議会も変わらなきゃいけないし、もっと言えば山本さんがおっしゃった道民が変

わらなきゃいけないというところがあると思いますので、そこを念頭に議論ができてい

ければいいのかなと思っております。以上です。

○井上会長：

私が答えるわけにはいかないんですが、今の点はもう少し人数が集まった段階と、あ

と事務局のほうで個別に各委員の論点を、道州制と、道州制特区というところの関連、

あるいは兼ね合いの問題を少し整理していただければ、これは特に急ぐことではないと

思うんですが、お願いしたいと思うんですね。それはなぜかというと、これはもともと

この議論をやる時に、特に医療のところでもそうでしたけども、例えば医療制度という

ことの大きなビジョンというものを何も描かないまま、例えば個別の法律あるいは個別

の規制というものを緩和したり、権限を移譲してもらうというところの議論というのを、

我々は、特に１回目は期限がありましたので、やってきたわけですね。これは様々なや

り方で、非常に道民にとって身近なところ、これは規制がかかってたり、あるいは現行

の法律がというところがあるので、そこのところからもともと道民提案というのは始ま

ってきた。だからそれを整理する形で、これは私自身の理解では、それを１つずつ整理

するということ。ただ、道州制そのものということが大まかな形でわかっていないと、

みんな描いてるイメージがバラバラの中で行くと、多分議論が個別の法律の話にしたっ

て、発散してしまって、まとまりがなくなるということもある。ただ、議論を事前にど

こかで整理しておいていただきたいというふうに言うのは、これは道州制そのもののと
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ころを、これはもう堀さんのところから何回もやってきて、いつも何か議論が違うわけ

で、ここでそれをやってくると、やるとですね、時間をかなり使わないと、道州制とは

何かという、じゃあ道民は議会は市町村はというところの役割は、これはもう、また再

びですね、議論が収束しないまま行く。それでここのところは、我々に課せられた任務

というのは、道州制特区の案を検討していただきたいということで、知事から付託を受

けてる、議会から付託を受けてるというふうに思いますので、結局、片方では大きな方

向性が見えなければできないねというのと、ここはやらなきゃいけないねというね、そ

このところをどこかで整理して、ワンラウンド終わった段階ででも、やっぱりやらなき

ゃいけないんだろうと思う。これはいろんなところで、つい 近もある雑誌のインタビ

ューを受けましたけども、これは上から行くんですかね、下から行くんですかね、ただ、

状況から考えるとやっぱり地元では下から行くんでしょうね。個別の案からの積み上げ

で行くんでしょうねというような話もありましたけど、それに縛られることはないので、

そこはちょっと整理した上で、今後の議論が、そのものがまた拡散するところから始ま

らないようにしていただきたい。よろしいでしょうか。

それで、私は今日、２時間で３時に終わると思ってたんですね。私どももそうですし、

傍聴されてる方も３時間延々とやって、手洗いにも行けないということで、甚だご迷惑

をおかけしました。よろしくお願いします。

では、これにて終了ということで、ご苦労様でした。


